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〇経 過 説 明 

 

１ 人権尊重に関するこれまでの取組 

 

偏見や差別は､人間の自由と平等や日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわ

る重要な問題であり､人間性豊かな社会の実現のために早急に解決すべき問題です。 

当市でも､あらゆる差別をなくすため、学校､職場、地域で人権教育を推進し､差別の不当

性についての理解や正しい認識を深めるとともに、人権に対する意識を高め､市民一人ひと

りの基本的人権の保障と､あらゆる差別を許さない人間性豊かな社会の実現を目指すこと、

また国際交流を通して異文化を理解し共生する社会を築くことを目指して取り組んできま

した。 

また、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮った時期においては、日常における感染予

防の徹底へのご協力を呼び掛けるとともに、誤った知識や不確かな情報による不当な差別

や偏見、いじめ等が行われないように取り組んできました。 

 

 

 

２ 「茅野市人権尊重に関する条例」の制定 

 

当市では、さまざまな差別の解消に向けた人権意識の普及高揚の取組の中で、平成８年

６月、市議会において、「人権尊重都市宣言」に関する決議がされました。 

さらに、平成１２年３月には、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重さ

れる住みよいまちづくりを目的として､「茅野市人権尊重に関する条例」が制定されました。

あわせて、平成１２年から平成１６年までの間は「人権教育のための国連１０年推進本部」

を、平成１７年からは「茅野市人権教育・啓発推進本部」を設置し、全庁的に人権意識の

普及高揚に取り組んでいます。 

 

 

 

３ 「茅野市人権尊重審議会」の発足 

 

「茅野市人権尊重に関する条例」の制定を受けて、平成１２年８月、「茅野市人権尊重審

議会」が発足しました。 

市が行う人権に関する取組については、この審議会の意見を聴く中で進めていくことに

なります。昨年は、令和５年度の人権尊重基本方針、重点目標、人権上の問題に対する取

組（案）についてご審議いただきました。 
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○茅野市人権尊重に関する条例 
平成12年3月27日 

条例第15号 

(目的) 

第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であるこ

とを保障した日本国憲法の理念と、「すべての人間は、生まれながらにして

自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣

言の精神にのっとり、あらゆる差別をなくし、市民一人一人の人権が尊重さ

れる住みよいまちづくりを目的とする。 

(市の責務) 

第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、市民の人権意識

の高揚に努めるものとする。 

(市民の責務) 

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、市が行う施策に協力するとともに、

自らも人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。 

(教育及び啓発運動の推進) 

第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重する社会環境を醸成する

ため、教育及び啓発運動の推進に努めるものとする。 

(推進体制の充実) 

第5条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、

推進体制の充実に努めるものとする。 

(審議会の設置) 

第6条 市長の諮問に応じ、人権尊重に関する施策について調査し、及び審議する

ため、茅野市人権尊重審議会を置く。 

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成12年4月1日から施行する。 
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○茅野市人権尊重審議会規則 
平成12年3月27日 

規則第1号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、茅野市人権尊重に関する条例(平成12年茅野市条例第15号)

第6条に規定する茅野市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第2条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) その他市長が必要と認める者 

(任期) 

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

(幹事及び書記) 

第6条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。 

2 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。 

(補則) 

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成15年4月30日から施行する。 

 



R6.4.1

幹事会：幹事（会長が指定する者）

事務局長：生涯学習課長
事 務 局：生涯学習課

茅野市人権教育・啓発推進本部

根 拠 ：茅野市人権教育・啓発推進本部設置要綱

本部会：本部長（市長）
　　　　副本部長（副市長・教育長）
　　　　本部員（各部等の長）

幹事会：各課長

事務局長：健康福祉部長
事務局次長：社会福祉課長
事 務 局：社会福祉課（高齢福祉係）

茅野市人権教育推進委員会

〇茅野市人権尊重推進活動の体系図 

茅野市人権尊重推進活動

根 拠 ：茅野市人権尊重に関する条例

根 拠 ：茅野市人権教育・啓発推進本部設置要綱

委員会：会長（教育長）
委 員 ：総務部長、健康福祉部長、こども部長、生涯学習部長
　　　　総務課長、地域創生課長、市民課長、
　　　　パートナーシップのまちづくり推進課長、社会福祉課長、
　　　　保険課長、健康づくり推進課長、
　　　　保健福祉サービスセンター長、商工課長、こども課長、
　　　　幼児教育課長、学校教育課長、中央公民館長
　　　　小学校長、中学校長、高等学校長
　　　　保育所人権教育研究委員会委員長

茅野市人権尊重審議会

根 拠 ：茅野市人権尊重に関する条例
　　  ：茅野市人権尊重審議会規則

審議会：委員９人（民間）

幹事会：総務部長、健康福祉部長
　　　　総務課長、企画課長、ＤＸ推進課長、地域創生課長、市民課長、
　　　　パートナーシップのまちづくり推進課長、社会福祉課長、
　　　　保険課長、健康づくり推進課長、
　　　　保健福祉サービスセンター長、商工課長、こども課長、
　　　　幼児教育課長、学校教育課長、生涯学習課長

事務局：総務課（行政係）
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〇令和６年度人権尊重基本方針 

 

１ 基本的方針 

 

当市では、茅野市人権尊重に関する条例に基づき、市民一人ひとりが学校、地

域、家庭、職場において行われる人権教育・啓発を通じて、人権問題を自分自身

の課題としてとらえ、互いの人権を尊重する意識や態度を身につけ、日常生活の

中で人権を認めあいながら差別のない明るい社会を実現していきます。 

 

 

２ 重点目標 

 

①  女性が自らのもてる能力を発揮し、活躍できる男女共同参画社会の実現をめざ

します。 

②  子どもの人格と権利を認め、心身ともに健やかに育つための環境づくりを推進

します。 

③  高齢者に対する理解を深め、安心して暮らせる社会の実現をめざします。 

④  障害者や障害に対する理解を深め、一人ひとりが輝く社会の実現をめざします。 

⑤  同和問題を正しく理解し、差別意識の解消に向けた積極的な実践を図ります。 

⑥  外国籍市民の文化や習慣の違いを理解し、互いに尊重し合う社会の実現をめざ

します。 

⑦  情報モラル・リテラシーの向上を図り、安心してインターネットを利用できる

社会の実現をめざします。 

⑧  一人ひとりが持つ多様性を理解し合い、共に生きる社会の実現をめざします。 
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３ 全体的な取組 
 

当市では、さまざまな人権問題に対応するため、人権教育・啓発を推進する

ほか、相談体制の充実を図ります。 

 

（１）人権教育・啓発の推進 

人権を尊重する意識を身につけるためには、幼少期から人権についての教

育を行うことが重要となるため、保育園、小・中学校において人権教育を積

極的に行います。 

また、人権を尊重する意識を育むためには、家庭や地域の役割も非常に重

要です。そのため、「広報ちの」などでの広報活動や公民館講座などで、市

民に対する人権啓発活動も行います。 
 
 
（２）相談体制の充実 

差別等の人権問題が発生したときに、市民が独力で問題を解決することは

非常に困難です。そのため、茅野市で推選した人権擁護委員８名により特設

人権相談を始め、各相談員による各種相談窓口を開設し、市民の相談に応じ

ていきます。 
 
 
 

○各種市民相談                      （単位：件） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人権相談 6 1 5 2 6 

行政相談 9 9 3 8 4 

市民相談 57 117 37 48 36 

消費生活相談 277 268 228 306 248 

法律相談 95 116 98 86 89 

 



○各種市民相談

1 人権相談（年５回開催） (単位：件)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度

　人権相談（隣人関係等） 6 1 5 2 6

2 行政相談（毎月１回開催） (単位：件)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度

9 9 3 8 4

3 市民相談（窓口対応） (単位：件)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度

10 5 4 2 9

7 12 21 25 16

4 2 2 6 1

0 0 0 0 0

0 4 1 3 2

2 1 1 3 3

34 93 8 9 5

57 117 37 48 36

4 消費生活相談（窓口対応） (単位：件)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和５年度

キャッチセールス（美容・健康等） 0 0 1 0 2

アポイントメント商法（景品・くじ等） 2 0 1 1 1

催眠商法（健康器具・ふとん等） 0 0 0 1 0

リフォーム・点検商法 7 7 6 4 6

資格・内職商法 1 0 0 0 0

買い取り商法（貴金属・着物等） 1 2 5 6 5

その他（消火器・新聞・太陽光・地図等） 10 14 27 18 15

小　　計 21 23 40 30 29

通信販売・ネットオークション（購入） 81 97 115 127 120

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ（出会い系・ﾜﾝｸﾘｯｸ・ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ等） 33 40 19 33 11

電話勧誘（投資・ﾏﾝｼｮﾝ・卒業名簿・食品等） 17 13 7 11 17

マルチ商法（美顔器・海外植樹事業等） 5 3 0 5 1

送り付け商法（蟹・皇族写真集・掛軸等） 4 7 2 2 1

ハガキ、封書による不当請求（架空請求） 35 2 0 0 0

還付金詐欺（保険料等） 1 1 0 0 0

振り込め詐欺 0 0 0 0 0

小　　計 176 163 143 178 150

4 3 1 3 0

店舗販売（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・旅行・中古車） 59 66 36 77 62

不動産関係（敷金・礼金・撤去） 12 10 7 13 6

保険・医療関係 5 3 0 4 1

苦情（英会話教室・洗車・水道ｶﾞｽ工事） 0 0 1 0 0

要望（啓発・不正販売調査依頼） 0 0 0 0 0

問合せ（寄付・会社照会・専門窓口照会・請求
金額・製品安全性・ｱﾝｹｰﾄ調査・ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ） 0 0 0 1 0

小　　計 76 79 44 95 69

277 268 228 306 248

 行政相談(道路･水路・区画整理・境界・支障木等)

　　労  　働 　 関 　 係

　　不 　動 　産 　関 　係

　　家  　庭　  関 　 係

　　地  　域　  関 　 係

　　金 　 銭 　 関  　係

　　福  　祉　  関  　係

合　　　　　計

多重債務

　
そ
の
他

（
電
話
含
む

）

　　そ の 他 (遺言・相続・生命保険勧誘等）

合　　　　　計

訪
問
販
売

通
信
等
販
売
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5 (単位：件)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

2 1 1 4 0

0 7 3 4 3

0 0 3 0 2

6 11 3 3 5

0 1 0 0 1

11 6 8 5 10

19 26 18 16 21

0 0 1 0 3

0 0 1 2 0

4 2 2 0 1

1 4 5 2 0

10 15 11 9 9

15 21 20 13 13

15 21 11 15 9

1 0 0 2 1

16 18 17 17 16

18 13 23 19 19

50 52 51 53 45

0 0 0 0 0

3 6 0 2 2

0 1 0 1 1

8 10 9 1 7

11 17 9 4 10

95 116 98 86 89

444 516 371 450 383

法律相談（弁護士：毎月１回開催）

交通事故

慰謝料請求

損害補償請求

給料･退職金請求

事
故
･
金
銭
関
係 その他

貸金請求

小　　　計

遺産分割

その他

消費者金融

土地･建物登記

離婚請求

相　談　数　総　計

　　　合　　　計

不
動
産
関
係

小　　　計

土地･建物明渡･収去

認知請求

土地･建物所有権確認請求

その他

境界確認請求

解雇無効･地位保全

家
庭
関
係

そ
の
他

強制執行

小　　　計

小　　　計

その他
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４ 人権上の問題に対する取組について 
 

（１）女性に関する問題 

【生涯学習課、社会福祉課、商工課､こども課】 
 
【現状と課題】 

男女がお互いの人権を共に尊重し、性別による差別や不利益な取扱いを受けることがない

よう、人権の意識をたかめるとともに、互いに協力しあう意識を育てるための取組を進めてい

ます。 

性別による固定的役割分担意識は、徐々に薄れている状況が見られますが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による外出自粛や学校の休校等により、女性にかかる負担や、働く場所の

確保など、女性への影響が顕著化しました。依然として固定的役割分担意識が根強く存在し男

女共同参画の実現は十分とは言えない現状にあります。今後も引き続き意識改革の推進が必

要です。 

国は、平成１１年６月に「男女共同参画社会基本法」を公布し、「男女がお互いにそ

の人権を尊重しつつ責任も分かち合う、男女平等の実現に向けた男女共同参画社会の実

現」を２１世紀の我が国社会のあり方を決定する最重要課題と位置付けました。 

そして、この基本法を受け、国は「男女共同参画基本計画」を、県は「長野県男女共

同参画計画」を策定し、諸施策の推進に取り組んでいます。 

また、平成２７年８月には、女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律）が成立し、自らの意思によって働く、又は働こうとする女性が、その個性

と能力を十分に発揮して活躍することを推進し、豊かで活力ある社会の実現を目指して

います。 
 
 

【今までの取組状況】 

① 平成７年３月「茅野市女性行動計画」を策定しました。 

② 平成１３年３月「茅野市男女共同参画基本条例」を制定しました。 

③ 平成１５年２月に茅野市男女共同参画計画（はつらつプラン２１）を策定、平成２１

年３月に第２次、平成２６年１０月に第３次を策定し、区・自治会、雇用、家庭・教

育を３つの重点課題として、啓発活動を行いました。  

④平成１７年から、家庭教育センターにて、毎月「女性のための相談」を開設し、専門

女性相談員（産業カウンセラー）が相談を受けていましたが、こども課内に女性相談

員を配置したことにより、令和２年度で終了しました。 

⑤家庭教育センターを拠点として、女性自身の意識向上、家庭での男女共同参画への啓

発、女性団体等を中心に学習機会の提供をしました。 

⑥平成１８年６月に、長野県男女共同参画推進県民会議との共催で全県規模の「男女共

同参画フェスティバルin茅野」を開催し、男女共同参画社会づくりを啓発しました。 

⑦平成１９年度から、市民への男女共同参画社会づくりの啓発事業として、市民等の実

行委員会により「茅野市男女共同参画推進大会」を開催しています。 
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⑧各種事業等への参加 

内閣府男女共同参画局主催の「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」等、国・

県等が行う各種事業や研修会に参加しています。 

⑨平成２７年度から、職場における男女共同参画推進のため、男女が共に働きやすい職

場環境づくりに取り組んでいる事業所を「茅野市はつらつ事業所」として認定してい

ます。 

⑩平成２９年度に第５次茅野市総合計画及び国・県における関連する計画の変更や社会

情勢の変化に対応するため、第３次茅野市男女共同参画計画（はつらつプラン２１）

の見直しを行いました。なお、計画の見直しに合わせ、本計画を「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）第６条第２項の規定に基づき、

本市が策定する女性の職業生活における活躍の推進に関する計画として位置付けま

した。 

⑪平成２９年度に「女性と仕事と家庭についての調査」（５年ごと実施）を行い、第３

次茅野市男女共同参画計画の見直しの参考としました。 

⑫平成３０年度から、女性保護推進のため、こども課内に女性相談員を配置しています。 

⑬令和３年度、男女共同参画社会づくりを推進するため「茅野市男女共同参画のロゴマーク」

を募集し決定しました。令和４年度には愛称を募集し、「ちのリンリン」に決定しました。 

 

 

 

            茅野市男女共同参画ロゴマーク「ちのリンリン」 

⑭令和４年２月には、「茅野市男女共同参画に関する意識調査」を行い、男女共同参画社会に

関する意識や現状を把握しました。 

⑮令和４年度から、家庭教育センターの相談業務は、各職専門員の専門性を生かした総合的

支援と迅速な対応ができる体制とするため、こども課「育ちあいちの」へ統合しました。 
 
 
【令和５年度の主な取組結果】 

①茅野市男女共同参画推進会議と協働し、第４次茅野市男女共同参画計画（はつらつプ

ラン２１）を策定しました。 

②茅野市はつらつ事業所認定事業を実施し、男女が共に働きやすい職場環境づくりに取

り組んでいる市内の１０事業所（新規事業所１件、継続認定事業所９件）を茅野市は

つらつ事業所に認定しました。（認定事業所の累計９１事業所） 

③男女共同参画社会づくりを推進するため、男女共同参画をテーマにした川柳の募集を

行いました。幼い頃からの意識づくりが大切との観点から、小・中学校にも周知を行

い、男女共同参画や人権について考える機会としました。 

④区・自治会への女性役員登用についてのアンケート調査を実施し、区・自治会におけ

る男女共同参画社会づくりについて啓発しました。 

⑤男女共同参画週間（６月２３日～６月２９日）に合わせ、市役所ロビーにおいて、茅

野市はつらつ事業所に認定されている事業所の取組を紹介しました。 
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⑥子育て中の女性を雇用した市内事業所に対し、雇用促進奨励金を交付し、女性の就労

（雇用）の促進を図りました。 
 
 
【基本的施策】 

第４次茅野市男女共同参画計画（はつらつプラン２１）に基づいて、男女平等の理念

に基づく男女共同参画社会の実現に取り組みます。 

①男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

○男女共同参画の視点に立った意識づくり 

○学校等における教育・学習の充実 

②あらゆる分野への男女共同参画の推進 

○方針等の決定過程への男女共同参画の推進 

○市における女性の参画の拡大 

○多文化共生社会の推進 

③職場、家庭において男女が共に活躍できる社会の実現 

○職場における男女共同参画の推進 

○家庭における男女共同参画の推進 

④男女の性の尊重と健康支援 

○男女間のあらゆる暴力の根絶 

○男女の性に対する教育の推進と健康支援 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 茅野市男女共同参画推進会議と協働し、第４次茅野市男女共同参画計画の推進に取り

組みます。 

② 「茅野市はつらつ事業所」の広報活動を推進し、認定事業の認知度を高め、多くの事

業所の参加につなげます。 

③ 区・自治会などの地域活動において、男女が共に参画できるような意識啓発に取り組

みます。 

④ 男女共同参画の意識を育む教育の一環として、小中学校への啓発活動を行います。 

⑤ 子育て期の女性の就業について支援活動をします。 

⑥ 男女共同参画についての学習機会の提供、意識向上のための啓発活動等を行います。 

⑦男女共同参画週間（６月２３日～６月２９日）に合わせ、市役所ロビーにおいて男女

共同参画に関する啓発展を実施します。 

⑧子育て中の女性を雇用した市内事業所に対し、雇用促進奨励金を交付することで女性

の就労（雇用）の促進を図ります。 

⑨女性保護事業推進のため、女性相談員が中心となり、関係機関と緊密に連携を保ち、

相談・支援に迅速・的確に対応します。 
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（２）子どもに関する問題 

【こども課､社会福祉課､健康づくり推進課､保健福祉サービスセンター､幼児教育課､ 

学校教育課】 
 

【現状と課題】 

子育て・子育ちを取り巻く環境は、核家族化の進行や地域の子育て能力の低下などにより、

一層厳しさを増してきています。こうした中、子どもに関する問題は多岐にわたり、特に児

童虐待、いじめ、不登校、引きこもりなどは社会的にも大きな問題になっています。 

子どもは、未来の地域社会を担う大切な人材であり、価値観が多様化する時代にあって

は、乳幼児期からのふれあいや学習・体験を通じて、自らの人生を選択・決定していく資

質形成と、その過程で心身ともに「たくましく、やさしい、夢のある子ども」に育ってい

くための家庭環境・社会環境の整備が求められています。 
 
 
【今までの取組状況】 

① こども・家庭総合支援拠点「育ちあいちの」を設置し、保健師、社会福祉士、臨床

心理士、家庭児童相談員、子ども家庭支援員、母子・父子自立支援員、女性相談員、

スクールソーシャルワーカーによる相談を実施しています。 

（こども部こども課＝毎日） 

②家庭児童相談員による相談を実施しています。（こども館＝月２回） 

③スクールカウンセラーによる児童・生徒・保護者の相談を実施しています。 

(庁内＝毎月３回火曜日の午後・一部水曜日の午前) 

④茅野市要保護児童対策地域協議会の実務者会議においてケースの進行管理と支援方

針の見直しと検討及び研修会を行っています。（市役所＝原則毎月１回） 

⑤保育園における未就園児や地域高齢者との交流、障害児保育を実施しています。 

⑥外国籍の家庭のための相談を受けています。 

⑦日本語習得のための語学教室斡旋をしています。 

⑧学童クラブを開設しています。（市内学童クラブ・諏訪養護学校学童クラブ） 

⑨地区こども館を全地区に設置しています。（市内１０地区） 

⑩｢どんぐり通信｣を発行しています。 

⑪いじめ防止のための措置として、各小中学校でいじめ対応マニュアルとして「学校

いじめ防止基本方針」を作成し、いじめを許さない取組を進めています。 

⑫教育支援のための教室として、小学生を対象とした教室を宮川小学校内に、中学生を

対象とした教室をちの地区コミュニティセンター内に設置しています。 

⑬平成３０年度から「第３次茅野市こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)」を推進

してきました。 

⑭中高生が年間を通してまちづくり活動を行う「茅野市ぼくらの未来プロジェクト」

事業を平成２５年度から令和３年度まで実施しました。また、令和４年度には中高

生と市長がまちづくり等について語りあう「子ども版まちづくり懇談会」を実施し

ました。 
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⑮保護者が、保育園での一日保育士体験に参加することで、子どもの成長を実感し、

子育ての楽しさや、育児を見直す機会としています。 

⑯平成２５年度から令和４年度まで親支援のための学習プログラムとしてＮＰ（ノー

バディーズ・パーフェクト）プログラム講座を、ＮＰＯ法人「ＣＬＩＰｉｎすわ」

に委託して実施しました。 

⑰子どもや家庭への継続的な支援を行うため、平成２３年度に「どんぐり手帳」を作

成・発行しました。その後も、必要な改定を加えながら追加発行しています。 

⑱「茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例」を平成２５年１月に

施行しました。この条例に基づき、「こども・家庭応援会議」を平成２５年２月に

設置しました。 

⑲発達支援センターは、平成３０年４月にこども・家庭総合支援拠点内へ移設しまし

た。発達に関する子育ての悩みや発達に関する理解と関わり方等の相談支援を行っ

ています。また、保育所・学校等を訪問し、障害児保育や特別支援教育に関わり、

専門機関と情報共有を図りながら個々の支援を進めています。 

発達支援センターやまびこ園（通園施設）では、心身の発達に早期の療育や支援な

どを必要とする乳幼児とその保護者への支援を行っています。 

⑳平成２４年度に茅野市幼保小連携推進計画を策定し、この計画に基づき、４つの柱

に沿って幼保小連携教育を実施しています。 

㉑障害のある子どもが家庭や地域での自立した生活ができるよう、また、その家族も、

必要なサービスを受け社会参画できるよう施策を推進しています。 

㉒不適応、不登校の生徒が自分の学校生活や、生き方をつくりあげていくための新た

な学びの場として、学習支援員を配置したサポートルームを全中学校と玉川小学校

に設置し、ニーズに応じた学習支援や相談を行っています。子どもの貧困対策とし

ても支援しています。 

㉓令和３年度に茅野市の子どもとその保護者の生活状況の把握と子どもの貧困対策推

進計画の基礎資料とするため、小学５年生と中学２年生の保護者及び児童生徒を対

象に「子どもの生活状況調査」を実施し、令和４年度に茅野市こども・家庭の豊か

な未来づくり推進計画を策定しました。 

㉔いじめ防止対策推進法に基づく「茅野市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定

し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を推進するための組織を

定めました。 
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○相談状況                            (単位：件) 

相 談 内 容 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

養護相談 
児 童 虐 待 660（88） 1,202（123） 1,031（135） 1,049（61） 1,026（156） 

そ の 他 1,129（85） 1,360（148） 1,061 （37） 988（76） 942（145） 

保健相談 12 （3） 2 （2） 16 （9） 28 （6） 13  （2） 

障害相談 

肢体不自由 14 （0） 5 （0） 8 （0） 3 （0） 3  （0） 

視 聴 覚 6 （0） 2 （0） 1 （0） 1 （0） 3  （0） 

言 語 発 達 33 （7） 37 （9） 16 （1） 12 （3） 3  （0） 

重 症 心 身 1 （1） 0 （0） 2 （0） 0 （0） 0  （0） 

知 的 15 （2） 29 （1） 7 （0） 22 （0） 2  （1） 

自 閉 症 178（10） 188（10） 100 （5） 158（11） 150  （8） 

非行相談 
ぐ犯行為等 26 （1） 38 （2） 18 （2） 12 （0） 49 （10） 

触 法 行 為 2（ 0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0  （0） 

育成相談 

性 格 行 動 534（77） 763（148） 572（129） 659（125） 624（133） 

不 登 校 1,141（73） 1,103（44） 1,075 （95） 1,225 （51） 976 （41） 

適 正 367（88） 301（76） 127 （52） 345（92） 384（116） 

育児・しつけ 219（55） 325（81） 351（107） 327（75） 266 （71） 

その他 287（60） 344（54） 350 （75） 309（58） 381 （41） 

合  計 4,624（550） 5,699（698） 4,735（647） 5,138（558） 4,822（724） 

※延件数 （ ）内は新規延件数 
 
 
【令和５年度の主な取組結果】 

① 保育園では、保護者が「一日保育士」を体験する事業を実施しました。参加率は父

親 19.8％（対前年比 6.2 ポイント増）、母親 44.1％（対前年比 11.4 ポイント増）で

した。 

②こども・家庭応援計画（どんぐりプラン）の中間見直しに併せて、子どもの声を聴

くアンケートを実施しました。 

③茅野市幼保小連携推進計画に基づき、「接続期カリキュラム」、「異年齢交流」、

「職員連携」、「保護者連携」を実施しました。 

④ヤングケアラーの周知と理解を深めるために、市内小中学校教職員を対象に研修会

を実施しました。 

⑤発達支援センターでは、保育園等に通う年長児を対象とした小集団教室「すまいる

すてっぷ」を月１回開催しました。 

⑥「どんぐり手帳」内の『成長の記録』と『子育て支援情報』の記載部分を分割して

発行しました。 

⑦学校と家庭、地域、その他関係機関が連携を強化していじめの問題の克服に向けた

取組を行うため、茅野市いじめ問題対策連絡協議会を開催しました。 
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【基本的施策】 

① 家庭、保育園・認定こども園、学校、地域社会等が子育て、子育ちに対してどのよ

うな役割を持ち、どのように関わるのか、それらの個別事業の展開と連携のあり方

を含め、０歳（含む胎児期）からおおむね１８歳までの子どもの成長過程に合わせ

て、子育て・子育ちに関する総合的な支援策である茅野市こども・家庭応援計画（ど

んぐりプラン）を推進します。 

② 子どもや家庭の相談に迅速かつ適切に対応するため、子ども支援の専門性を持った

「育ちあいちの」を設置し、各機関と連携した総合的、継続的支援を実施します。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

○教育・福祉が連携した総合的、継続的な子育て支援を推進します。 

①０歳から１８歳までの子育て・教育に係る施策の一元的・一体的な推進を図るため、

「どんぐりプラン」を推進します。 

②こども家庭センター「育ちあいちの」を、令和６年４月１日に開所しました。こども

家庭センター「育ちあいちの」は、これまでこども・家庭総合支援拠点で担ってい

た児童福祉に関する相談対応機能と、子育て世代包括支援センターで担っていた母

子保健の機能は維持した上で組織を見直し、すべての妊産婦、子育て世帯、子ども

へ一体的に相談支援を行います。 

③発達支援センターでは、保育園等に通う年長児を対象とした小集団教室「すまいるす

てっぷ」を継続し、支援の充実を図ります。 

④児童虐待や不登校、引きこもりなどを含めた子育て・子育ちに関する様々な相談・支

援等の更なる充実を図ります。 

⑤県派遣スクールソーシャルワーカー（派遣時間：年間500時間）と市専任のスクール

ソーシャルワーカー(ＳＳＷ)２名が、１８歳までの児童・生徒を対象にして学校と

家庭をつなぐ円滑な教育の体制を図ります。 

⑥各小中学校では、いじめ、不登校等に対する委員会を設置し、早期発見、早期対応

に努めていきます。 

⑦各中学校区に相談支援員を４名配置し、不登校や心の悩み等にきめ細やかな対応を

します。 

⑧各小中学校に特別支援教育支援員を４０名配置し、学校生活のサポート等支援の充

実を図ります。 

⑨不登校や不適応の児童生徒の新しい学びの場として設置したサポートルームを活用

し、学習の支援や相談等を継続します。 

⑩市内小学校学童クラブの他、諏訪養護学校学童クラブを継続実施します。 

⑪要保護児童対策地域協議会や児童相談所、警察署等から児童虐待ケースの情報提供

を求められた学校及び保育園と定期的に情報交換を行うとともに、虐待の兆候や状

況の変化等を把握したときは、適宜、適切な対応を行います。 
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⑫茅野市幼保小連携推進計画に基づき「接続期カリキュラム」、「異年齢交流」、「職

員連携」、「保護者連携」を実施します。異年齢交流を通し、学校生活への意欲や

憧れを抱くとともに、自己肯定感や思いやりの気持ちを育てます。 

⑬障害のある子どもが家庭や地域での自立した生活ができるよう、また、その家族も、

必要なサービスを受け社会参画できるよう施策を推進します。 

⑭市内に在住する外国籍の家庭のための相談窓口や、語学教室など機会の充実を図り

ます。 

⑮保育園での生活から、友達との様々な体験を重ねる中で、相手の気持ちに共感した

り、相手の立場に立って行動できる心を育てます。 

⑯「こども・家庭の豊かな未来づくり推進計画」に沿って子どもの貧困対策を総合的

に推進します。 

⑰要保護児童対策地域協議会（要対協）において研修会を実施し、要対協構成員など

が、子どもの理解や支援などについて学びます。 

⑱学校と家庭、地域、その他関係機関が連携を強化していじめの問題の克服に向けた

取組を行うため、茅野市いじめ問題対策連絡協議会を開催します。 
 
 

○地域の教育力、育児力の向上と住民参加を推進します。 

① 各地区に「屋根つきの本のある公園」として子どもの居場所、また、子育て・子育

ちを応援する拠点として設置した「地区こども館」の充実を図ります。 

② 学校、保育園等と地域住民による連携・融合を図ります。 

③ こども館（０１２３広場、ＣＨＵＫＯらんどチノチノ）の一層の充実を図ります。 

④ 市内保育園では、保護者が「一日保育士」を体験する事業を行い、育児に対する視

野を広げ、育児の楽しさや親としての役割と責任を実感する機会を提供します。 

⑤ 子どもの居場所づくり推進事業補助金により、子ども食堂等の取組を支援します。 

⑥ 親支援のための学習プログラムＮＰ（ノーバディーズ・パーフェクト）プログラム

を０１２３広場で実施します。 

 

○子どもたちの社会参加・参画の機会提供を図ります。 

子どもたちの社会参加・参画の機会提供を図るとともに、子どもの声を聴く仕組み

やそれを政策へ反映するための方法を検討していきます。 
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（３）高齢者に関する問題 

【保健福祉サービスセンター、社会福祉課、保険課、市民課、消費生活センター、 

健康づくり推進課、商工課、生涯学習課】 
 
【現状と課題】 

平成１２年、介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が始まるとともに、

民法が一部改正され、新しい成年後見制度が始まりました。このことにより認知症等で

判断能力の不十分な人の権利擁護に関わる支援が進み、平成１８年には、高齢者の虐待

防止等に関する国等の責務や、虐待を受けた高齢者の保護措置等を定めた「高齢者虐待

の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され

るなど、法の整備が進みました。 

当市においては「茅野市高齢者保健福祉計画」を策定し、お互いに支えあい、その人

らしく暮らせるまちづくりを進めています。その中で、高齢者の権利擁護に関しては、

平成２４年度に「高齢者・障害者虐待対応マニュアル」を作成し、虐待の早期発見・虐

待防止等に取り組んでいます。さらに、平成２９年４月には茅野市社会福祉協議会に「茅

野市・富士見町・原村成年後見支援センター」が設置され、令和３年度からは「茅野市・

原村成年後見支援センター」として、地域包括支援センターとともに、高齢者の権利擁

護の支援を行っています。 

当市における高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の割合）は、平成２０年の

22.4％に比べ、令和６年には 31.7％(令和６年４月１日現在)と確実に高齢化が進み、そ

れに伴い、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者も増加しています。このような中、高齢

者がご自分の豊富な経験、知識、技能を生かして積極的に社会参加できるよう、必要な

支援体制が求められており、併せて高齢者の就労に対する安定的な雇用や再就職の促進

も課題となっています。 

また、認知症等により判断能力が低下した高齢者の生活や資産等を守り、虐待を防止

する取り組みも重要な課題であり、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるために、

権利擁護に関する相談体制の充実が必要です。 

さらに、介護が必要な高齢者については、尊厳を保持し自己実現を目標とした質の高

いサービスを提供するため、介護サービス相談員の活動を通じてニーズを捉える等、人

格やプライバシーに配慮した介護サービスを確保していくことが求められているととも

に、介護予防を目的とした、高齢者の健康増進に資する活動の推進も重要となっていま

す。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 介護サービス相談員の状況 

介護サービス相談員派遣事業は、平成１４年度から実施し、サービスの利用時に発

生する様々な問題（苦情等）の解消を図るために、利用者と事業者の橋渡しする役

割を持っています。介護サービス相談員が、市内の介護サービス提供事業所を定期

的に訪問し、利用者からの苦情や相談、また介護サービス相談員が感じた介護上の

疑問点などを事業者側へ伝え、解決等の糸口としています。（令和４年度は未実施） 
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② 高齢者クラブの状況 

高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動やボランティアをはじめと

した活動により、地域を豊かにしていく高齢者クラブの組織力向上等のため、元気

な高齢者の生きがい活動や、社会参加の仕組みづくり等が活発に行われるよう各種

活動に補助金を交付しています。 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

クラブ数 57 56 50 50 45 

会員数 (人) 7,072 6,870 6,262 6,011 5,209 

補助額 (円) 3,908,000 3,817,900 3,474,200 3,367,050 2,953,650 

③ シルバー人材センターの状況 

定年退職者等の方々が、これまでの仕事の経験が活かせるような就労の場や機会を、

組織的に提供できることなどで、高齢者の就労や生きがいの充実、また社会参加の

推進を図ることで、高年齢者の能力を活かした地域づくりに貢献しています。 
 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

会員数 （人） 649 646 635 598 570 

契約金額（円） 

(事務費を除く。) 
339,258,818 295,987,544 291,405,217 294,123,514 274,933,461 

④ 雇用促進奨励金の交付状況 

市内に居住する中高年齢者の雇用促進及び安定を図るため、これらの方を雇用した

市内事業主に対し、奨励金を交付しています。 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

交付人数（人） 17 11 11 16 13 

交付額  （円） 270,000 195,000 185,000 265,000 215,000 

 
 
【令和５年度の主な取組結果】 

① 平成１８年からスタートした「健康熟年大学」では、第１７期生として２７人が入校

し、担当医師及び指導員の下で健康づくりに取り組みました。また、平成２９年１１

月に茅野市高齢者福祉センター塩壺の湯「ゆうゆう館」内に開設した「いきいき健幸

ルーム」では、各種教室を開催し、令和５年度は２,８００人の利用がありました。

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し、各種教室の開催や定員を増やした

こともあり、利用者数は令和４年度から８００人増えています。 

② 「６５歳からの介護・福祉・健康お役立ちガイドブック」を作成するとともに、毎月

「６５歳到達者のための介護保険制度説明会」を開催しました。 

③ 平成２８年度に茅野市消費生活センターを富士見町、原村を含め広域化し、令和５年

度は、茅野市２０４件、富士見町２３件、原村２１件の相談に対応しました。また、

詐欺被害に遭いやすい高齢者世帯を対象として、電話機に取り付ける「特殊詐欺抑止

装置」の貸し出しを行っており、令和５年度は、１７台を貸し出しました。 
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④ 消費生活センターでは、充実した相談対応をするために市役所の電話交換を通さずに、

直接相談員につながるように録音機能を有した直通電話「７５－８１８８（なこーは

いやや）」を設置し、相談ダイヤル「１８８」を集約しています。直通相談ダイヤル

の普及推進では、電話番号を表示したチラシ・クリアファイル・ポケットティッシュ・

ポスター等の啓発グッズを作成し、啓発運動を行いました。 

⑤ 高齢者保健福祉計画策定委員会を設置し、第７期茅野市高齢者保健福祉計画を策定し

ました。 
 
 
【基本的施策】 

全ての高齢者の人権が尊重され、いきいきとした生活を送ることができるよう、「茅野

市高齢者保健福祉計画」や「茅野市地域福祉推進条例」に基づいた高齢者自立支援のた

めの施策を推進します。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 高齢者の人権を守るため、権利擁護の相談体制の充実を図ります。 

② 介護サービス相談員派遣事業の充実を図り、問題の改善や介護サービスの質的向上を

図ります。 

③ 中高年齢者の就労(雇用)を促進するため、市内事業主への雇用促進奨励金を交付する

とともに、高齢者の意欲と能力に応じて就業できるよう支援します。 

④ 高齢者クラブとの連携を図り、単位高齢者クラブでの人権教育の充実を目指します。 

⑤ 高齢者の介護予防と健康増進に向け、各種教室等を開催します。 

⑥ 消費生活センターでは、悪質商法や特殊詐欺の被害を未然に防ぎ、高齢者の大切な財

産を守るため、高齢者クラブにおいて出前講座を開催するとともに、地域における高

齢者見守りネットワークづくりを進めます。さらに、常時、消費生活相談に応じ、問

題解決のための支援を行います。また、引き続き「特殊詐欺抑止装置」の貸出を行う

とともに、設置家庭への機器の点検や調査に職員が訪問し、見守り活動を行います。

併せて、センター直通の相談ダイヤルの普及推進のため、広報・ホームページ等で周

知するとともに、啓発グッズを作成し、あらゆる機会・媒体で住民周知を行います。 

⑦ 引き続き「６５歳からの介護・福祉・健康お役立ちガイドブック」を作成するととも

に、毎月「６５歳到達者のための介護保険制度説明会」を開催します。 

⑧ 第７期茅野市高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者のための施策を推進します。 
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（４）障害者に関する問題 

【社会福祉課、保健福祉サービスセンター、商工課】 
 
【現状と課題】 

障害のある方が必要なサービスを安定的に利用できることなどを目的として、平成１

８年４月に「障害者自立支援法」が施行されました。その後、障害者の社会参加を推進

するために様々な法令整備が行われ、平成２３年には障害者基本法の一部を改正し、そ

の第４条において障害を理由とする差別等の権利侵害行為を禁止しました。 

平成２５年４月には、「障害者自立支援法」が改正され、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に変更されました。 

さらに、国連の「障害者の権利に関する条約(平成２６年１月批准)」の趣旨を踏まえ、

平成２５年６月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」が公布され、平成２８年４月施行となりました。この障害者差別解消法は、国、

地方公共団体、国民がそれぞれ、福祉、人権、雇用、教育、施設整備その他広い分野に

おいて、障害を理由とした差別を解消するため、必要かつ合理的な配慮を行うことを定

めています。差別の解消を推進し、それにより全ての国民が、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。 

当市では、平成１９年３月に茅野市障害者計画と茅野市障害福祉計画を併せた「茅野

市障害者保健福祉計画」を策定しました。令和６年度から推進していく第４次計画では、

今後も障害のある方が自らの能力を最大限に発揮し、その人らしく自立し安心して住み

続けることができる地域づくりを目指していきます。 

令和６年３月末現在、当市で身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳

を所持している人の総数は、3,033人となっており、身体障害者手帳所持者はほぼ横ばい、

療育手帳所持者は低年齢層を含め増加傾向にあり、精神障害者保健福祉手帳所持者は１

級の方が半数を占めており、急激に伸びています。また、身体障害者では高齢者の比率

が高く、脳血管疾患や関節疾患による四肢の障害や疾病による内部障害の増加などによ

り８割近くに上り、精神障害者の認知症高齢者の増加と共に、高齢化の進展と関連して

います。一方で、さらに充実が求められる発達障害児・者施策など、早期療育、就労支

援などは重要な課題です。発達障害等の原因により不登校となり支援が必要な児童・生

徒が増えています。今後、教育委員会や教育関係機関等と連携を深めていく必要があり

ます。 
 
【今までの取組状況】 

① 平成３０年３月に「第３次茅野市障害者保健福祉計画」を策定。 

② 障害者総合支援法の施行により、障害の種別にかかわらず、障害のある方々が必要と

するサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施

設・事業を再編し、障害のある方々に身近な市町村が責任をもって一元的にサービス

を提供しています。 

③ サービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付・

自立支援医療・補装具）」、市町村が創意工夫により利用者の状況に応じて柔軟に実施

できる「地域生活支援事業」及び「その他の障害者事業」に大別されます。 
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◎障害福祉サービス 

・介護給付費                         （単位：円） 

サービス名 対象者 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

居 宅 介 護 

身 体 障 害 者 22 16,904,729 18 18,703,987 20 17,895,030 

知 的 障 害 者 15 3,533,128 14 4,308,882 18 4,772,725 

精 神 障 害 者 22 3,945,775 25 3,536,565 25 4,006,303 

児 童 2 645,894 2 487,504 4 1,186,240 

重度訪問介護 
身 体 障 害 者 3 53,975,320 4 51,639,700 3 34,264,270 

知 的 障 害 者 - - - - 1 549,090 

同 行 援 護 身 体 障 害 者 3 1,168,840 2 549,510 2 277,410 

行 動 援 護 
知 的 障 害 者 1 1,645,280 1 15,350 - - 

児 童 1 52,029 1 1,229,448 1 1,435,038 

短 期 入 所 

身 体 障 害 者 7 1,137,698 5 973,144 5 1,242,030 

知 的 障 害 者 21 5,747,783 22 7,421,958 21 6,947,316 

精 神 障 害 者 3 2,141,348 2 665,215 2 758,497 

児 童 3 232,294 2 198,613 2 268,170 

生 活 介 護 

身 体 障 害 者 33 103,998,950 33 99,739,154 32 102,814,477 

知 的 障 害 者 74 192,420,564 77 205,071,104 78 218,423,971 

精 神 障 害 者 5 7,055,176 5 7,386,838 5 7,101,790 

難 病 等 患 者 1 2,239,522 1 916,456 1 2,495,419 

施設入所支援 

身 体 障 害 者 16 24,914,788 14 24,085,237 13 24,002,079 

知 的 障 害 者 28 43,589,290 30 41,638,140 28 42,356,372 

精 神 障 害 者 1 1,784,097 1 1,986,955 1 2,088,926 

難 病 等 患 者 1 1,114,965 1 475,002 1 1,478,706 

療 養 介 護 身 体 障 害 者 4 12,834,000 4 12,882,180 4 12,930,230 
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・訓練等給付費                        （単位：円） 

サービス名 対象者 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

自 立 訓 練 

身体障害者 1 648,046 2 1,691,408 3 4,095,061 

知的障害者 1 886,496 5 6,839,966 5 4,523,234 

精神障害者 2 1,885,615 1 582,067 1 29,023 

宿泊型自立訓練 身体障害者 - - - - 1 2,665,862 

自 立 生 活 援 助 
知的障害者 - - - - 1 49,535 

精神障害者 - - - - 1 130,559 

就労移行支援 

身体障害者 - - - - - - 

知的障害者 16 6,804,163 18 9,553,348 12 6,452,453 

精神障害者 13 14,728,241 14 21,285,301 15 15,984,238 

就労継続支援 

身体障害者 15 19,045,482 14 20,862,764 12 17,556,090 

知的障害者 79 130,430,307 87 147,419,168 93 159,086,498 

精神障害者 66 80,456,787 65 79,862,925 67 82,418,458 

就労定着支援 
知的障害者 1 357,150 - - - - 

精神障害者 2 507,414 2 698,529 4 568,275 

共同生活援助 

身体障害者 9 20,040,166 9 20,707,146 9 18,203,349 

知的障害者 35 54,051,158 38 69,502,479 37 73,751,497 

精神障害者 20 21,880,312 20 26,068,242 17 23,716,084 

地域移行支援 
知的障害者 2 80,472 1 158,764 - - 

精神障害者 1 375,864 - - - - 
    

・自立支援医療費                       （単位：円） 

サービス名 対象者 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

更 生 医 療 身体障害者 24 32,208,993 27 29,488,004 27 23,221,829 

育 成 医 療 児 童 6 186,452 6 447,226 4 140,705 
    

・補装具給付費                        （単位：円） 

サービス名 対象者 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

補装具交付等 身体障害者 67 9,227,896 65 12,043,201 60 11,042,827 
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◎地域生活支援事業                       （単位：円） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

コミュニケーション支援事業 13 852,271 13 645,414 17 662,270 

日常生活用具給付事業 1,334 12,021,545 1,261 12,125,994 1,381 12,951,746 

移動支援事業 69 5,776,455 53 4,971,558 77 5,364,205 

域活動支援センター事業 84 7,969,000 74 7,969,000 70 2,969,000 

タクシー利用料金助成事業 159 1,828,980 158 1,832,780 146 1,916,410 

日中一時支援事業 69 6,148,360 94 6,326,240 164 1,616,410 

住宅整備助成事業 2 1,062,800 1 219,180 - - 
   
◎その他の障害者事業                      （単位：円） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数 実績額 人数 実績額 人数 実績額 

諏訪養護学校学童クラブ事業 10 17,394,920 10 18,554,907 14 19,345,632 

施設通所者等補助事業 64 2,165,348 51 2,053,523 58 1,914,321 

雇用促進奨励金 0 0 1 20,000 - - 
    
【令和５年度の主な取組結果】 

① 地域活動支援センター「ひまわりの里」の運営のため、引き続き支援を行いました。 

② 「茅野市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、

障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図りました。 

③ 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法に基づき、平成２７年１２月に策定し

た「障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」の内容を用い、職員に向

けて合理的配慮(窓口等における具体的対応)の意識付けに努めました。 

④ 成年後見制度の利用促進を推進し、成年後見人等報酬への補助を１件行いました。 

⑤ １２月の障害者週間に合わせ１階ロビーにて事業所の紹介とバザーを行い、また広報

に障害者差別解消法等の記事を掲載し普及啓発に努めました。 

⑥ 障害者保健福祉計画策定委員会を設置し、第４次茅野市障害者保健福祉計画を策定し

ました。 
 
 
【基本的施策】 

「茅野市障害者保健福祉計画」に基づき、障害のある方がその人らしく自立し、安心

して住み続けることができる地域づくりを目指して、障害のある人の人権が尊重され

るための施策を推進します。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 障害者総合支援法に基づきスムーズな制度運用ができるよう「障害福祉のしおり」の

見直しや広報等により、制度周知を進めます。 
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② 茅野市社会福祉協議会が開設する「成年後見支援センター」に成年後見権利擁護支援

事業を引き続き委託し、「茅野市成年後見制度利用促進基本計画」に基づく中核機関

を茅野市社会福祉協議会とともに担い、成年後見制度の更なる利用促進に向けて、制

度の周知等の取り組みを行い障害者の権利擁護を図ります。 

③ 障害者に対する虐待発生時への対応等のために整備された虐待防止マニュアルに沿

って、虐待事例の対応や予防啓発に努めます。 

④ 第４次茅野市障害者保健福祉計画に基づく施策を推進するため、庁内に設置された

「茅野市障害保健福祉計画推進ネットワーク会議」により、計画の進行管理と具体的

課題の検討を行います。 

⑤ 障害のある方の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった課題に対応し

たサービス提供基盤を整えるとともに、障害のある方の生活を地域全体で支えるシス

テムを実現するため、引き続き身近な地域におけるサービス拠点づくりなど、地域の

社会資源を最大限に活用し、基盤整備を進めます。 

⑥ 就労支援や職業相談において、茅野市生活就労支援センター（まいさぽ）や、諏訪圏

域障害者就業・生活支援センター「すわーくらいふ」、ハローワーク等関係機関との

連携を継続し、障害者の一般就労を促進します。さらに、市内事業主への雇用促進奨

励金の交付を通じた雇用の促進や、事業者の障害者法定雇用率の遵守や採用対象者の

拡大に向けた取組も継続して推進します。 

⑦ 「茅野市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、

物品及び役務の調達目標金額を 240 万円以上とし調達の推進を図ります。 

⑧ 障害者差別解消法に基づき、障害者に対して合理的配慮を行うことや不当な差別的取

扱いをしないことなど、差別解消を推進します。併せて、職員への合理的配慮の意識

づけに継続して努めます。 

⑨ 障害者差別解消法の啓発のために、１２月の障害者週間に合わせ１階ロビーにて障害

者への理解と交流を目的としたパネル展とバザーを開催します。 
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（５）同和問題 

【社会福祉課、商工課、こども課、学校教育課、生涯学習課】 
 
【現状と課題】 

同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別

により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強い

られ、今なお結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、日常生活の上でいろい

ろな差別を受けるなどするもので、我が国固有の重大な人権問題となっています。 

国が、各種の立法措置を講じてきた結果、実体的差別は大きく改善され、心理的差別

についてもその解消が進んできましたが、同和問題は自分に関係ないこととする考え方

があり、差別を助長する要因ともなっていることから、市民一人ひとりが同和問題に関

する理解を深め、差別意識をなくし人権を大切にする教育を推進する必要があります。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 小学校において「なかよし旬間」、中学校では「人権教育集中旬間」を通じて、お互

いの人権を尊重しあう集団づくりや学習を行っています。 

② 市では、各小中学校へ人権同和教育啓発の教材として図書「あけぼの」を配布し、学

習環境の整備を図っています。 

令和５年度 

学校名（小学校） 配布部数 学校名（中学校） 配布部数 

永明小学校 260 永明中学校 112 

宮川 〃 339 長峰 〃 127 

米沢 〃 112 北部 〃 97 

豊平 〃 109 東部 〃 148 

玉川 〃 303   

泉野 〃 50   

金沢 〃 46   

湖東 〃 109   

北山 〃 72   

 合 計 1,400   合 計 484 
 

③ 行政、教育、各種団体関係者等について、「人権教育研修会・研究会」等開催し、差

別意識の解消に向け啓発を図っています。 

④ 行政、教育、各種団体関係者は、県や各人権団体が開催する研修会・研究会に参加し、

人権教育・啓発を推進するため知識の習得に努めています。 
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【基本的施策】 

① 学校において人権が尊重される集団づくりや、学習環境の整備を進めます。 

② 行政、教育、各種団体関係者等は、同和問題を正しく理解し差別意識の解消に向け、

各種事業や研修会、講演会を開催します。 

③ 行政、教育、各種団体関係者等は、同和問題をはじめとする人権問題に関する研修会

や講演会に積極的に参加し、知識の習得に努めます。 

④ 街頭啓発等により地域に密着した広報啓発活動を行います。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 小学校において「なかよし旬間」、中学校では「人権教育集中旬間」を通じて、引き

続きお互いの人権を尊重しあう集団づくりの形成を目指します。 

② 各小中学校へ人権同和教育啓発の教材「あけぼの」を配布し、学習環境の整備を図り

ます。 

③ 行政、教育、各種団体関係者等は「人権教育研修会・研究会」等を開催し、差別意識

の解消に向け啓発を図ります。 

④ 行政、教育、各種団体関係者は、人権関係研修会や研究会に参加し知識の習得に努め

ます。 

⑤ 市民の人権尊重の意識向上を図るため、街頭啓発を実施します。 
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（６）外国籍市民に関する問題 

【地域創生課、市民課、美サイクルセンター、商工課、学校教育課】 

 

【現状と課題】 

近年、日本に在住する外国籍市民は、変動する社会的要因等の影響により微減傾向です

が、諸外国との人的な交流はますます活発化しており、職場、学校、地域社会など日常

生活のさまざまな場面で、外国籍市民と密接なかかわりを持つ時代を迎えています。 

茅野市においては 35 か国、1,115 人（令和６年３月３１日現在）の方々が在住されてい

ます。 

新たに日本で生活することとなった外国籍の方々については、言葉や生活習慣の違いか

ら、住居、保健・医療、教育、労働、地域との交流など、日常生活を送る上で様々な問

題が指摘されています。また、相互理解が不十分であることによる偏見や差別などの問

題もあります。 

外国籍市民が安心して生活を送ることができるよう日常生活に関わる情報を分かりや

すく提供することや、抱えている課題等を関係機関に速やかにつなげられる相談体制の

継続が必要です。 
 

○住民登録数（毎年度末現在）                    （単位：人） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ブラジル 88 90 94 93 91 

フィリピン 171 167 157 145 167 

中国 162 147 138 134 134 

韓国 101 81 70 71 82 

ベトナム 194 238 253 241 222 

インドネシア 107 95 66 92 156 

タイ 42 44 40 46 59 

その他 141 136 149 200 204 

合 計 1,006 998 967 1,022 1,115 

※その他の主な内訳（令和５年度）（ネパール）52 人、（スリランカ）28 人（ミャンマー）19 人、 
 
 

○永住者数（毎年度末現在）                   （単位：人） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

307 307 312 323 348 
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【今までの取組状況】 

① 外国籍市民相談を毎月第３木曜日に開催し、第１、第３、第４、第５土曜日及び第２

日曜日には外国籍市民のための日常生活相談を開催しています。また、茅野どんばん

において相談所を設置しました。 

② 日本語教室を毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日に開催しています。 

③ 外国籍市民や関係者を対象とした生活情報講座等を年１回開催しています。 

④ 外国語等言葉を学ぶ各サークルの支援をしています。 

⑤ 茅野市労務対策協議会と連携して、職場内や雇用における待遇の改善について事業主

に依頼をしています。 

⑥ 転入された外国籍市民に対して、生活に役立つ情報を掲載した「生活情報ガイドブッ

ク」を配布しています。（生活情報ガイドブックは５か国語及びやさしい日本語で作

成）※５か国語：英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、韓国語 

⑦ 各種手続きに関して外国語で説明した「窓口における申請書等の外国語説明書」（詳

細は別掲）を作成しています。 

⑧ 日本語教室、ボランティア養成講座を平成１３年度まで実施し、平成１４年度からは

サークルを立ち上げ、各サークルへの支援として日本語雑誌・日本語教育新聞の提供、

教育資料の印刷等活動しやすい条件整備や横の連携を図りました。 

⑨ 平成２０年度から平成２３年度にかけて、全ての小中学校及び地区コミュニティセン

ター、笹原保育園（現:野あそび保育ささはら）と八ヶ岳総合博物館に５か国語表記

の緊急避難場所の看板を設置しました。 

⑩ 外国籍市民サポートグループねこじゃらし茅野と連携し外国籍市民の問合せに応じ

られる窓口体制を整備しました。 

⑪ 学校では、日本語の指導が必要な児童生徒に日本語教育指導を実施しています。 

⑫ 平成２９年度に茅野市の国際化に対する方向性を示すことを目的として、茅野市多文

化共生・国際交流推進計画を策定しました。また、策定の資料とするため、外国籍市

民を対象に聞き取りアンケートを行いました。 
 
 

○外国籍市民相談件数                        （単位：件） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

英 語 1 1 0 0 0 

ポルトガル語 44 47 32 100 92 

タ ガ ロ グ 語 18 23 5 0 0 

中 国 語 59 51 85 105 120 

そ の 他 91 118 106 144 144 

合 計 213 240 228 349 356 

 
※毎月１回開催の外国籍市民相談と毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日開催の日常生活相
談の合計件数です。 

※その他…令和５年度は日本語による相談が 136 件、ベトナム語による相談が５件、スペイン語による相
談が３件です。 
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○令和５年度 外国籍市民相談内容別相談状況           （単位：件） 

相談内容 英語 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 ﾀｶﾞﾛｸﾞ語 中国語 その他 合計 

入 国 関 係 0 12 0 2 10 24 

国 籍 ・ 戸 籍 0 7 0 0 18 25 

医療・福祉・年金 0 46 0 17 17 80 

仕 事 ・ 税 金 0 14 0 1 14 29 

教 育 0 0 0 26 43 69 

住 宅 0 6 0 1 1 8 

く ら し 一 般 0 25 0 70 56 151 

事 件 ・ 事 故 0 5 0 3 0 8 

そ の 他 0 0 0 0 10 11 

合 計 0 115 0 121 169 405 

※言語別その他…日本語による相談 161 件、ベトナム語による相談５件。スペイン語による相談が３件。
相談者の国籍は、日本（外国籍市民の関係者）、ベトナム、タイ、ネパール、スリランカ、バングラディ
シュ、ペルー、アメリカ、オーストラリア、インドネシア、ルーマニア、韓国、インド、ケニア、フィリ
ピン 

※相談内容が多岐にまたがる場合があるため、相談件数と相談状況の合計は一致しません。 
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○窓口における申請書等の外国語説明書の作成状況 

作 成 書 類 

・外国籍市民のための相談窓口案内カード（英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、 

やさしい日本語） 

・国民健康保険に加入された方へ（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語） 

・離職軽減について（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語） 

・母子健康手帳（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、韓国語、インドネシア語、 

スペイン語、タイ語、ベトナム語、ネパール語） 

・定期予防接種予診票と乳幼児健診問診票（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、 

やさしい日本語） 

・予防接種と子どもの健康(英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、韓国語、ベトナム語、 

スペイン語、タイ語、インドネシア語、ネパール語) 

・福祉医療費給付金の受給(英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語) 

・保育園とは（ポルトガル語、タガログ語） 

・保育所入所申込書（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、やさしい日本語） 

・入園までに準備しておくもの 0,1 歳児・2 歳児・3,4,5 歳児（英語、中国語、ポルトガル語、

タガログ語、やさしい日本語） 

・市内保育園一覧（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、やさしい日本語） 

・０１２３広場パンフレット・利用者受付票（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語） 

・児童手当案内（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、フランス語、ドイツ語、 

スぺイン語、韓国語、ロシア語、タイ語、ベトナム語） 

・育ちあいちのパンフレット（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、やさしい日本語） 

・地区こども館登録書（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語） 

・共済給付制度のお知らせ（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、韓国語、スペイン語） 

・納税者の皆さんへ（同封文書）（英語、ポルトガル語、中国語） 

・納税催告書（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語） 

・水道料金一覧表、使用開始・休止届（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語） 

・水道漏水・停止案内（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語）  

・防災カード（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、韓国語、スペイン語） 

・防災ガイド（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、やさしい日本語） 

・日本で働く外国籍市民のみなさまへ（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、 

やさしい日本語） 

・生活保護のしおり（英語、ポルトガル語、タガログ語、中国語、スペイン語） 

・尖石縄文考古館案内リーフレット（英語、中国語、台湾語、韓国語） 

・八ヶ岳総合博物館リーフレット（英語） 

・図書館利用案内（英語） 

・ちの旅本、茅野市ロードマップ（英語、中国語） 

・ごみの出し方（英語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、やさしい日本語） 
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【令和５年度の主な取組結果】  

① 外国籍市民に対して、「生活ガイドブック」（５か国語・やさしい日本語）を提供し、

日常生活を支援しました。 

② 外国籍市民に対して「ごみの出し方」（４か国語・やさしい日本語）のパンフレット・

冊子を配布しました。  ※４か国語：英語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語 

③ 外国籍市民相談を毎月第３木曜日に開催しました。 

また、毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日に外国籍市民のための日常

生活相談を開催しました。 

④ 毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日に日本語教室を開催しました。 

⑤ 学校では、日本語の指導が必要な児童生徒に日本語教育指導を実施しました。 

⑥ 市役所（支所含む）の窓口において、１９言語対応の電話通訳サービスを導入しまし

た。 

⑦ 外国籍市民講座を開催し、通訳を交えてゴミの出し方の勉強会を行いました。 
 
 
【基本的施策】 

① 茅野市多文化共生・国際交流推進計画に基づき、心豊かな多文化共生社会の実現を目

指し、多文化共生及び国際感覚豊かな人材育成を推進するための取組を行います。 

② 外国籍市民が利用する商店や、外国籍市民の雇用にかかわる企業、商工会議所等を通

して、各種啓発と広報活動を実施します。 

③ 外国籍市民が日常生活を送るうえでのさまざまな問題について、生活適応のための相

談業務を実施します。 

④ 外国籍市民の生活環境向上のための市民活動に対し支援します。 

⑤ 国籍や文化の違いを尊重し合い、誰もが地域社会の一員として安心して生活できるよ

う、多文化共生の意識づくりを推進します。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 多文化共生推進員を委嘱し、意識づくりや支援を推進します。 

② 外国籍市民相談を毎月第３木曜日に開催します。 

また、毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日に外国籍市民のための日常

生活相談を開催します。 

③ 毎月第１、第３、第４、第５土曜日及び第２日曜日に日本語教室を開催します。 

④ 外国籍市民のための防災ガイドを配布します。 

外国籍市民に対して、「生活情報ガイドブック」（５か国語・やさしい日本語）を提供

し、日常生活を支援します。また、英語・ベトナム語・やさしい日本語は全面改訂を

行います。 

⑤ 窓口で使用する申請書等及びその説明書を５か国語で翻訳し、サービスの向上に努め

ます。 
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⑥ 転入時に外国籍市民に対して「ごみの出し方」（４か国語・やさしい日本語）のパン

フレット・冊子を配布します。 ※４か国語：英語、ポルトガル語、ベトナム語、中

国語 

⑦ 学校では、日本語の指導が必要な児童生徒に日本語教育指導を実施します。 

⑧ 茅野市労務対策協議会と連携して、職場内や雇用における待遇の改善について事業主

に依頼をしていきます。 

⑨ 外国語等ことばを学ぶ各サークルを支援します。 

⑩ 茅野市ホームページは、翻訳サービスを導入し、５か国語（英語、ポルトガル語、タ

ガログ語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語）の閲覧を継続します。  

⑪ 市役所（支所含む）の窓口において、１９言語対応の電話通訳サービスを継続します。 
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（７）インターネット利用に関する問題 

【学校教育課、ＤＸ推進課、こども課】 
 
【現状と課題】 

インターネットの利用により生活が便利になり、コミュニケーションの輪が広がって

います。その一方で、ＳＮＳ等を悪用した特定個人への誹謗中傷や侮蔑、無責任なうわ

さ、プライバシーにかかわる内容の無断掲示、差別的な落書き等が行われ、人権やプラ

イバシーの侵害につながる情報が、当事者の知らないところで流れてしまう危険性が増

しています。 

急速に普及した携帯電話やスマートフォン等は、毎日の生活の中に欠かせない一方で、

インターネット利用により生じるトラブルや犯罪も増加し、その影響について社会的に

大きな関心事となっています。 

特に、小中学校の児童生徒がＳＮＳやオンラインゲーム等を使用する際、自身や画面

の向こうの相手の使い方によって、インターネット上でのいじめ問題やトラブルに巻き

込まれる等の問題が顕在化しています。 

子どもたちは現在、教育の情報化の推進により、各学校で情報リテラシー教育・情報

モラル教育が実施されており、今後も上記の課題について継続的に取り組んでゆく予定

です。さらに、大人については、上記の教育の機会が現在より少なかったため、子ども

たち同様、インターネット等の現状を理解し、その利点と危険性を認識するための適切

な情報リテラシー及び情報モラルを身に付けることが一層重要となっています。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 学校では、児童生徒が学習者用端末等を用いた授業を通して、インターネット上で

の人権尊重やモラル向上のための教育を行っています。 

② 各学校では、保護者を対象に、児童生徒がインターネットを安心・安全に利用がで

きる環境づくりに関する啓発を行うため、啓発に関する講座（セミナー）を行って

います。 

③ 人権が侵害されるような事案については、法務局を通して情報の削除要請等人権擁

護に取り組んでいます。 

④ 市の情報の広報にあたっては、個人情報保護条例に基づき、適正な個人情報の保護

に努めています。 

⑤ 平成２６年７月から平成２７年３月までの１０ヶ月間、１中学校を対象にネットパ

トロールを試行しました。 

⑥ 平成２２年度から平成２９年度まで「ケータイ・インターネット問題検討会議」を

設置し、子どもの携帯電話やインターネットに関する問題に取り組みました。 

⑦ 平成３０年に「ケータイ・インターネット問題検討会議」を再編し、新たに「茅野

市ＩＣＴ教育推進会議」を設置しました（令和４年度末で解散）。 

⑧ 「第１次茅野市ＩＣＴ教育推進計画」を改訂し、従来から取り組んでいた「家庭・

地域におけるモラルの向上とセキュリティの確保」について明記しました。 
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⑨ デジタル技術やデータの利活用において、不慣れであっても誰もが参加できる学び

の場の提供や、参加を希望しない人にも寛容で平等な社会づくりを目指す地域ＤＸ

の推進に向け、「茅野市のＤＸ元年」と位置づけた令和４年度にＤＸ基本構想を策定

しました。 
 
 
【令和５年度の主な取組結果】 

①市内小中学校において、インターネットでの人権やプライバシー保護のための情報

モラル・セキュリティを含む情報リテラシー教育を行いました。 

②情報リテラシー教科書を作成し、小学６年生と各学校への配布を行いました。 

③子どもとメディア信州と長野県教育委員会心の支援課と連携し、スマホ、タブレッ

ト、ゲーム機等に関するアンケートを市内の小学校（３～６年生）、中学校の児童、

生徒を対象に実施し、概要報告をまとめました。 

④市内の保育園・認定こども園から高等学校の児童・生徒とその保護者向けに、こど

も家庭庁が作成した啓発チラシを配布しました。 

⑤ＤＸ基本構想に基づくＤＸ基本計画の策定に向けて、ＤＸ推進におけるデータ連携

の基本的なルールやプライバシー保護などの専門的知見を要する内容について、有

識者を交えた専門部会を立ち上げて検討を開始しました。 

⑥小中学校の教職員向けに情報セキュリティ・情報モラル研修を実施し、学校での情

報セキュリティの徹底と情報モラル教育の教材研究を行いました。 

⑦市と市民団体で開催した市民向け地域情報化講習会において、情報モラル・リテラ

シーに関する内容を含めて実施しました。 

⑧「第１次茅野市ＩＣＴ教育推進計画」の計画期間満了（令和５年３月３１日）を受

け、この計画の内容を引き継ぐ形で、令和５年度に新たに「茅野市小中学校ＩＣＴ

教育推進方針」を定めました。 
 
 
【基本的施策】 

① 学校教育や生涯学習の場で、インターネットを悪用することなく、お互いの人権を

尊重した行動をとるよう啓発を行います。 

② インターネットによる子どものいじめや人権侵害を防ぐ教育や啓発に努めます。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

①教育の情報化の推進を継続し、小中学校における情報リテラシー教育及び情報モラ

ル教育等の推進を行います。 

②情報リテラシー教科書を作成し、小学４～６年生へ配布を行います。 

③学校で、インターネットでの人権やプライバシー保護のためのモラル教育を行いま

す。 

④家庭における情報モラルアップ向上のため、講演会の開催やチラシ配布等の啓発活

動を行います。 



35 

⑤昨年度に引き続き、子どもとメディア信州と県教育委員会事務局心の支援課と連携

し、スマホ、タブレット、ゲーム機等に関するアンケートを市内小学３年生～６年

生、中学生を対象に実施する予定です。 

⑥市民向け地域情報化講習会を継続開催し、情報モラル・リテラシーに関する内容も

取り扱う予定です。 

⑦策定予定の「茅野市ＤＸ基本計画」には、情報リテラシーやプライバシー保護など

専門部会の検討結果も盛り込む予定です。 
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（８）さまざまな人権に関する問題 
 

ア 地域における慣行や因習などからくる問題 

【パートナーシップのまちづくり推進課、市民課】 
 
【現状と課題】 

市外からの転入に際して、従来から行われている区・自治会の運営について理解して

いただけない方や転入者の中には区・自治会の活動に参加していただけない方がいるな

どの相談が市にも寄せられています。区・自治会への加入は強制できませんが、「茅野

市災害に強い支え合いのまちづくり条例」の推進などにより、地域の安全・安心、人や

地域の助け合いと支え合いといった地域コミュニティの大切さを丁寧に説明していか

なければなりません。 

一方で区・自治会においては、慣行や因習などによる義務の過度の負担、未入区を過度に

問題視する風潮などの問題があります。 

こうした問題の解決の方向性としては、お互いを尊重し、全ての地域住民にとって居心地の

良い安心して暮らせる地域社会にすることが理想です。そのためには、区・自治会が地域コミ

ュニティ活動の中で自ら解決を図っていく必要があります。 

しかし近年、その活動の基盤である区・自治会活動自体が高齢化や加入率の低下により、

役員の担い手不足が深刻化し、持続に困難を来しつつあり、こうした問題の解決に取り組むこ

とも難しい状況になっています。 

そこで、課題解決に向けては、これまで取り組んできた入区促進の継続に加え、これまで以

上の区・自治会の負担軽減の取組を通じた区・自治会活動の支援が求められます。 
 
【今までの取組状況】 

① 地区コミュニティセンターの職員体制を充実するとともに、庁内に「地域コミュニ

ティ支援チーム」を設置し、地域コミュニティ活動の支援体制を整備しました。 

② 平成１８年８月までに、市内１０地区に「コミュニティ運営協議会」が設置されま

した。 

③ 区・自治会の運営上における課題等について支援をしています。 

④ 転入者に対する区・自治会への加入案内を実施しています。 

⑤ 転入者の情報を本人の了解を得て区長･自治会長に知らせ、入区案内に役立てていま

す。 

⑥ 県へ働きかけ、県営住宅入居者の居住区への加入案内を依頼しました。 

⑦ 区長・自治会長を対象に入区に関する実態調査を実施しました。 

⑧ 入区促進パンフレット「ようこそ茅野市へ」の内容を「茅野市暮らしのガイドブッ

ク」に盛り込み、自助・共助・公助のまちづくりや区・自治会の活動を紹介するな

ど、入区促進を図りました。 

⑨ 「区・自治会への加入促進の手引き」を作成し、配布しました。 

⑩ 茅野市公式ホームページ内の入区案内の記事をリニューアルしました。 

⑪ 入区啓発ビデオを作成し、市民課窓口の待合において転入者に向けてビデオを放映

すると共に、手続き待ち時間における職員からの入区勧奨を徹底しました。 

⑫ 区・自治会の古い慣行を見直し、より開かれた組織とするための優良な取り組み事

例集を作成し、区・自治会と情報共有を図りました。 
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【令和５年度の主な取組結果】 

①各地区区長会で未入区者に対する入区促進を依頼するとともに、区・自治会への加入

の妨げになる慣行などの見直しをお願いしました。 

②令和４年度に定めた「区・自治会の役員等の負担軽減・担い手不足への対応方針」に沿っ

て、負担軽減に関する全庁的な取組を検討しました。 
 
 
【基本的施策】 

第５次茅野市総合計画におけるまちづくりの基本指針に掲げた、自助・共助・公助の

考え方に基づく、あらゆる主体による協働のまちづくりの推進に向け、開かれたコミュ

ニティづくりのための啓発を図ります。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

①区・自治会への依頼事項負担軽減策を検討、実施します。 

②区・自治会と共同で協議を行い、負担の少ない運営方法、全ての住民にとって居心地の

良い安心して暮らせる区のあり方を検討します。 

③区・自治会独自の加入促進パンフレットの作成を支援するなど、区・自治会未加入者への

加入支援を行います。 

④各地区コミュニティ運営協議会を中心に、コミュニティ活動への参画促進のための啓発と

情報提供を行います。 

⑤円滑な自治活動推進のための資料の提供を行います。 

⑥宅地開発業者や不動産業者に区等への加入促進の協力を依頼します。 

⑦市民課窓口の待合において転入者に向けて入区啓発ビデオを放映すると共に、手続

き待ち時間における職員からの入区勧奨を徹底します。 
 
 
 
イ 犯罪による被害者に関する問題 

【社会福祉課､市民課】 
 
【現状と課題】 

犯罪による被害者が犯罪を被ったことにより受ける精神的なダメージについては、一

般には理解しにくいことから、周囲の人々の配慮に欠ける言動により､さらに被害者を傷

つけてしまうことも少なくありません。このため精神的なダメージの解消に向けた支援

や経済的援助を行う必要があります。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 法務局･人権擁護委員と連携した、人権相談を年４回（６・１０・１２・３月）開催

し、問題解決の支援を行っています。 

② 経済的に困窮の状況にある者に対しては、生活就労支援センターにおける相談・支援

や生活保護制度による援助を行っています。 
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③令和５年度に茅野市犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪行為による被害者に対し支

援金及び日常生活の支援に要する費用への助成金を支給するための要綱を併せて整備

しました。 
 
 
【基本的施策】 

① 被害者を支援するための人権相談を開催し、精神的なダメージの解消を目指します。 

② 被害者を支援するため、関係機関等（国、県、警察、認定特定非営利活動法人長野

犯罪被害者支援センター等）と連携して相談、支援を行っていきます。 

③ 精神的なダメージにより就労ができず、日常の生活が困窮している者については、

経済的な援助を行っていきます。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 法務局･人権擁護委員と連携を図り、人権相談を年４回（６・９・１２・３月）開催

し、問題解決のための支援を行います。 

② 令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５か年を計画期間とする国の「第４

次犯罪被害者等基本計画」が示されています。引き続き、経済的に困窮の状況にある

者に対しては、生活就労支援センターにおける相談・支援や生活保護制度等による援

助を行います。 

③ 令和６年４月１日から施行した茅野市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者

を支援するための相談窓口を設置し、必要な情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整、支援金の支給等の必要な支援を行う体制を構築します。 
 
 
 

ウ 刑を終えて出所した人に関する問題   

【社会福祉課､市民課､商工課、保健福祉サービスセンター】 
 
【現状と課題】 

刑を終えて出所した人が地域社会に復帰して社会生活を営むに当たっては、本人の強

い意志と併せて、家庭、学校、職場、地域社会などの理解と協力が不可欠となりますが、

親族からの援助不足､地域社会からの拒否的感情などから、生活が行き詰まってしまうこ

とがあります。また、社会復帰の努力にもかかわらず、前歴の噂等の流布により本人の

更生意欲が失われることがありますが、これらの場合は支援の必要があります。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 法務局･人権擁護委員と連携した、人権相談を年４回（６・１０・１２・３月）開催

し、問題解決の支援を行っています。 

② 保護司会、更生保護女性会、民生児童委員等関係機関が連携し、社会復帰に向け支

援を行っています。 

③ 「社会を明るくする運動」において関係団体等とともに街頭啓発を行い、罪を犯し

た人たちの更生について理解を深める活動を行っています。 
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④ 「社会を明るくする運動」作文コンテストの作品募集を行い、市内小中学生が犯罪

や非行の無い地域社会づくりや犯罪・非行をした人の立ち直りについて考える機会

としています。 

⑤就労ができず経済的に困窮の状況にある者に対しては、生活保護制度による援助を

行っています。 
 
 
【基本的施策】 

① 更生しようとしている者を支援するための人権相談を開催し、精神的なダメージの

解消を目指します。 

② 保護司会・更生保護女性会・民生児童委員等関係機関が連携し、更生しようとして

いる者を同じ地域社会の仲間として受け入れ、社会復帰に向けた援助を行います。 

③ 就労ができず日常の生活が困窮している者については、経済的な援助を行っていき

ます。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 法務局･人権擁護委員と連携を図り、人権相談を年４回（６・９・１２・３月）開催

し、問題解決のための支援を行います。 

② 保護司会、更生保護女性会、民生児童委員等関係機関が連携し、社会復帰に向け支

援を行います。 

③ 「社会を明るくする運動」において関係団体等とともに街頭啓発を行い、また市内

小中学生に向けて作文コンテストの作品募集を行います。 

④ 就労ができず経済的に困窮の状況にある者に対しては、生活就労支援センターにお

ける相談・支援や生活保護制度による援助を行います。 
 
 
 
エ ＨＩＶ感染者等に関する問題   

【健康づくり推進課、商工課、学校教育課】 
 

【現状と課題】 

ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、ＡＩＤＳ患者、ハンセン病元患者、ウイル

ス性疾患の患者等については、感染に対する誤解や差別・偏見があるため、正しく問題

を理解するための教育・啓発を行い、差別・偏見の解消を図る必要があります。 
 
 
【今までの取組状況】 

① 諏訪保健福祉事務所とともに相談体制の充実を図っています。 

② 世界エイズデーのポスター掲示等により正しい知識の普及に努めています。 

③ エイズに関するチラシ、リーフレット、パンフレット等の配布やホームページに情

報を掲載しています。 
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【基本的施策】 

① 感染に対する正しい知識の普及を図ります。 

② 患者、家族の方々への相談事業の充実を諏訪保健福祉事務所とともに図ります。 
 
 
【令和６年度の具体的な取組】 

① 感染に対する正しい知識の啓発を推進します。 

② 諏訪保健福祉事務所とともに相談体制の充実を図ります。 

③ ポスター掲示等により正しい知識の普及に努めます。 

④ ホームページ等に情報を掲載し啓発活動を行います。 

⑤ 小・中学校の人権教育のなかで、正しい知識の習得に努めます。 
 
 
 
 

オ その他の問題 

【総務課、企画課、市民課、社会福祉課、健康づくり推進課、商工課、学校教育課】 
 

この他、中国帰国者、アイヌの人々、性的指向及び性同一性障害、ホームレス、北朝

鮮当局による人権侵害などの人権問題があります。 
 
 

① 中国帰国者 

中国残留邦人の帰国後の援護については、国が全国一律に自立支援策を講じてきまし

たが、平成２０年度からは、国が老齢基礎年金の満額支給や支援給付金制度を創設し

たことに加え、従来、国と県が担ってきた中国帰国者の生活支援を市町村が行うこと

となりました。市内にも中国帰国者がいるため、相談体制を整備し、必要に応じ支援

をしていきます。 
 
 

② アイヌの人々 

アイヌの人々は、北海道を中心に先住していた民族であり、独自の伝統を有し、アイ

ヌ語や独自の風俗習慣をはじめとする固有の文化を発展させてきました。しかし、ア

イヌの人々に対する理解が十分でないため、学校や就職、結婚などで差別や偏見が依

然として存在しています。また、伝統文化の継承、研究に努力していますが、その継

承する基盤が失われつつあります。 

アイヌの人々に対する認識を深め偏見や差別を解消する必要があります。 
 
 

③ 性的指向及び性同一性障害 

平成１６年７月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、

性同一性障害者に関する施策の進展が図られています。また、長野県では、令和５年

度から性的マイノリティのカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシッ

プ届出制度」を導入しました。茅野市でも、この制度によりパートナーと認められた

カップルが、一部の行政サービスを利用できるよう配慮していく予定です。 
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今後も、性同一性障害者や同性愛などの性的少数者に対する偏見や差別を解消すると

ともに、性の多様性への理解や合理的配慮を推進し、相談・支援体制の構築などに向

けた具体的な取組を検討する必要があります。 
 
 

④ ホームレス 

ホームレスの自立支援やホームレスになることを防止するため、ホームレスの人権に

配慮し、地域社会の理解と協力を得て問題を解決することを目的に、平成１４年８月、

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が施行されました。 

ホームレスの方には、必要に応じ相談・支援をしていきます。 
 
 

⑤ 北朝鮮当局による人権侵害 

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連

携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的

として、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

に関する法律」が施行されました。 

拉致問題の進展のためには、広範な国民世論の支持と理解が不可欠となっています。

毎年、「広報ちの」で啓発を行い、問題解決に向けて取り組んでいきます。 

 



期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

通年 人権擁護委員による読み聞かせ 開催 全小学校 全校 各小学校
市民課
学校教育課

通年 人権の花 開催 永明小 児童・職員 永明小学校
市民課
学校教育課

通年 諏訪・子ども人権の集い 参加 長野地方法務局
児童・生徒、
人権教育担当職員

茅野市 やつがね
ホール

市民課

通年(月1回
6・3月は2回)

弁護士による無料相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

通年(月1回) 行政相談員による相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

通年(月1回) 外国籍市民のための相談 開催
外国籍市民及び
関係者

茅野市役所 地域創生課

通年 外国籍市民を対象とした日本語教室 開催 外国籍市民
茅野市ひと・まち
プラザ

地域創生課

通年 外国籍市民を対象とした日常生活相談 開催
外国籍市民及び
関係者

茅野市ひと・まち
プラザ

地域創生課

通年
外国籍市民のための生活情報
ガイドブック作成及び配布

配布 外国籍市民
茅野市役所、諏訪中央
病院、茅野市施設 地域創生課

通年(月1回)
65歳到達者のための介護保険制度
説明会

開催 保険課
65歳の市民・希望
者

茅野市役所 保険課

通年(月1回) すまいるすてっぷ教室 開催
発達支援セン
ター

年長児及び保護者 やまびこ園
発達支援セン
ター

通年 幼保小の交流事業 開催
各保育園・
小学校

各保育園児・
小学校児童

各保育園・小学校
学校教育課
幼児教育課

通年 一日保育士体験事業 開催 各保育園
保育園保護者・
学校職員

各保育園 幼児教育課

通年 地域の高齢者との交流事業 開催 各保育園 地域高齢者 各保育園 幼児教育課

通年 人権絵本の読み聞かせ 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年 多文化共生事業 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年 思いやりの気持ちを育てる保育 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年（月1～2
回及び必要に

応じて）
いじめ防止対策委員会 開催 全小中学校

校長・教頭・
関係職員

各小中学校 全小中学校

通年 保育園との交流 開催 全小学校 児童・職員 小学校・各保育園 全小学校

通年 ほっこらサロンとの交流 開催 泉野小 低学年児童 泉野小学校 泉野小学校

通年 縦割り清掃 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

通年 縦割り班の交流 開催 湖東小 児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

通年 生活（いじめ等）アンケート 開催 全小中学校 児童生徒・職員 各小中学校 全小中学校

通年 諏訪養護学校との交流 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

○令和６年度　人権関係事業(会議・行事等）実施予定
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 お話の部屋 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 桜ハウスとの交流 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 縦割り班による児童集会 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

通年 全学年による縦割り清掃 開催 北部中 生徒・職員 北部中学校 北部中学校

通年 副学籍交流 開催 北部中 生徒・職員 北部中学校 北部中学校

通年
つむぎ合いの時間
（毎月26日前後）

開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

通年 姉妹学級交流 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

通年 なかよし班による活動 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

通年
人権リボンの活用
（名札とともに着ける）

開催 東部中 人権委員、全校 東部中学校 東部中学校

通年 姉妹学級交流 開催 米沢小 児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

通年
あいさつ運動
（児童会当番活動）

開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

通年 お話の部屋 開催 北山小 全校児童・職員 北山小学校 北山小学校

通年 副学籍児童との交流 開催 北山小 5学年児童 北山小学校 北山小学校

通年 姉妹学級清掃 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

通年 副学籍交流 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

通年 人権職員研修 開催 東部中 職員 東部中学校 東部中学校

通年
東日本大震災被災地
石巻市との交流(手紙等）

開催 東部中
ボランティア委
員、全校

東部中学校 東部中学校

通年(年4回
 6・9・12・3月)

人権擁護委員による相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

年2回程度 茅野市男女共同参画推進会議 開催 生涯学習課
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

年2回程度
男女共同参画推進会議
家庭・教育専門部会

開催 生涯学習課
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

年2回程度 男女共同参画推進大会実行委員会 開催
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

年2回程度 「茅野市はつらつ事業所」募集 募集 市内事業所 茅野市役所 商工課
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

春・秋 人権週間・旬間 開催 全中学校 生徒・職員 各中学校 全中学校

年1～2回 学校生活（いじめ等）アンケート 開催 全小中学校 児童生徒 各小中学校 全小中学校

年1～2回 学校評価アンケート 開催 全小中学校
児童生徒・職員・
保護者

各小中学校 全小中学校

年2回 視覚障がい者の方との交流 開催 北山小
クラブ
（4～6年生）

北山小学校 北山小学校

年2回
高齢者・高齢者クラブの皆さんと
の交流

開催 東部中
ボランティア委員、
吹奏楽部生徒

東部中・
地域の公民館

東部中学校

年2回 人権・福祉週間 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

通年
（年4回）

相談週間 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

通年
毎月１回

なかよしアンケート 開催 湖東小 児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

年4回 縦割り清掃 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

年5回 ふれあいあいさつデー
開催・
参加

北山小・
北山社協

北山地区社協・
児童会

北山小学校 北山小学校

年7回 ボランティア講座 開催 湖東小 選択児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

年2回 なかよし清掃 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

年2回
(5・11月)

学校人権教育研修連絡協議会 参加 県教育委員会 人権担当職員 オンライン研修 北山小学校

年数回 校長講話（人権に関する話） 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

なかよし週間中 人権にかかわる校長講話 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

なかよし週間中 障害を持った方との交流・お話しなど 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

年1回
茅野市男女共同参画推進会議
雇用専門部会

開催
茅野市男女共同
参画推進会議委員

茅野市役所 商工課

年1回 「茅野市はつらつ事業所」認定審査会 開催
茅野市男女共同
参画推進会議委員

茅野市役所 商工課

4月～10月 人権の花運動 開催 長野地方法務局 児童 永明小学校 市民課

4月～12月 全国中学生人権作文コンテスト 参加 長野地方法務局 生徒 東部中学校 市民課

4月 １年生を迎える会 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校

4月22日 情報モラル向上教室 開催 長峰中 全校 長峰中学校 長峰中学校

5月～8月 茅野市非核平和事業 開催 総務課 市内中学生、市民 各中学校　他 総務課

5月中旬 茅野市人権尊重審議会幹事会 開催 市関係職員 茅野市役所 総務課

5月 原爆パネル展 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

5月
三校清掃
（宮川小・長峰中・茅野高）

開催 宮川小 ６学年 長峰街道沿い 宮川小学校

5月 あいさつ標語 参加 北山社協 5年生 北山小学校 北山小学校

5月～10月 地域とのふれあい花壇づくり 開催 北山小 2年生・職員 北山小学校 北山小学校

5月15日
11月21日

人権講演会・集会 開催 長峰中 全校 長峰中学校 長峰中学校

5月30日～
6月14日

平和学習 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校

5月～11月 手話教室（ｸﾗﾌﾞ活動） 開催 米沢小 選択児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

5月～6月 原爆パネル展 開催 東部中 全校 東部中学校 東部中学校

5月16日
三校清掃
（宮川小・長峰中・茅野高）

開催 長峰中 2学年 長峰街道沿い 長峰中学校

5月23日
第１回市町村社会人権教育担当者
会議･学社人権教育研修連絡協議

参加 南信教育事務所 人権教育担当職員
長野県総合教育
センター

生涯学習課

5月29日 民生児童委員との懇談会 開催 北部中 職員 北部中学校 北部中学校

6月
民生児童委員との懇談会
(子どもに係わる情報交換)

開催 湖東小 職員 湖東小学校 湖東小学校

6月1日～30日 平和学習 開催 北部中 2学年 北部中学校 北部中学校

6月中旬 茅野市人権尊重審議会 開催
民間（委員）・
行政

茅野市役所 総務課

6月18日
南信地区社会人権教育研修会・
長野県人権教育リーダー研修会

参加 長野県教育委員会 人権担当職員 いなっせ 生涯学習課

6月下旬 男女共同参画週間 開催 生涯学習課 市民一般 茅野市役所 生涯学習課

7月
長野県諏訪地区企業人権推進連絡
協議会理事会・幹事会・研修会

参加
諏訪地区企業
人権教育推進
連絡協議会

課長 諏訪合同庁舎 商工課

7月
ボランティア委員会
「ケアホーム豊平」訪問

開催 豊平小 ボランティア委員会 ケアホーム豊平 豊平小学校

7月 全国中学校人権作文コンテスト 出品 永明中 全校生徒 永明中 永明中学校

7月～8月
"社会を明るくする運動"
作文コンテスト

開催
"社会を明るく
する運動"茅野
市実施委員会

児童・生徒 市内小中学校 社会福祉課

7月1日
「青少年の非行・被害防止全国強
調月間」及び「”社会を明るくす
る運動”強調月間」街頭啓発

開催

長野県子ども・
若者育成支援推
進本部、“社会
を明るくする運
動”茅野市実施
委員会

青少年関係団体
及び更生保護関係
団体等

茅野駅
こども課
社会福祉課

7月9日
永中区
特別支援学級三校交流会①

参加 米沢小 特別支援学級 米沢小学校 米沢小学校

7月11日
長峰中を語る会
（民生児童委員との懇談）

開催 長峰中
全校
民生児童委員

長峰中学校 長峰中学校

7月下旬 茅野市人権教育推進委員会 開催
茅野市人権教
育推進委員会

行政と小中高校の
人権担当者

茅野市役所 生涯学習課

8月 社会を明るくする運動　作文 開催 豊平小 児童 豊平小学校 豊平小学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

8月 平和祈念式典 参加 茅野市 2学年代表生徒 北部中学校 北部中学校

8月 全国中学校人権作文コンテスト 参加
長野地方法務
局諏訪支局

全校生徒 北部中学校 北部中学校

9月 肢体不自由の方との交流 開催 金沢小 6年生 金沢小学校 金沢小学校

9月 人権ディスカッション 開催 東部中 全校 東部中学校 東部中学校

9月､10月 副学籍交流 開催 米沢小 2年2組、3年1組 米沢小学校 米沢小学校

9月19日 長野県同和教育研究大会 参加 長野県 人権担当職員
長野県総合教育
センター

社会福祉課
生涯学習課
商工課
市民課

夏季・秋季 小泉山へ登ろう 開催 玉川小 児童・職員 小泉山 玉川小学校

秋季 人権集会 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

秋季 福祉体験学習 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

10月 福祉体験学習 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

10月 北山祭わくわくタイム 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

10月4日 学有林遠足 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

10月～11月 施設交流 開催
長峰中
生徒会

奉仕厚生委員会
有志

寿和寮 長峰中学校

10月31日 人権教育に関わる授業参観 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月上旬
子供・若者育成支援強調月間
街頭啓発

開催 青少年関係団体等
市内各高等学校・
各中学校

こども課

11月上旬 校長講話（人権に関する話） 開催 北山小 全校児童・職員 北山小学校 北山小学校

11月 手話講座 開催 中央公民館 市民一般 市中央公民館 中央公民館

11月 なかよし週間・月間・旬間 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校

11月 児童会祭り 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

11月 パラスポーツ体験 開催 湖東小 ５年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 赤い羽根共同募金 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

11月 お話の部屋 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

11月 赤い羽根共同募金 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

11月 視覚障がいの方との交流 開催 金沢小 1年生 金沢小学校 金沢小学校

11月 縦割り読書 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

11月 聴覚障がいの方との交流 開催 金沢小 4年生 金沢小学校 金沢小学校

11月 人権教育参観日 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

11月 たてわり班遊び 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

11月 人権の標語掲示 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

11月 人権講演会 開催 永明中 全校生徒、保護者 永明中 永明中学校

11月 人権集会・意見文発表 開催 永明中 全校生徒 永明中 永明中学校

11月 人権参観日 開催 湖東小 全校児童 湖東小学校 湖東小学校

11月 視覚障がい者との交流 開催 湖東小 ３年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 ユニバーサルデザインについて 開催 湖東小 ６年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 高齢者との交流 開催 湖東小 ２年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 なかよし集会 開催 玉川小 児童･職員 玉川小学校 玉川小学校

11月 人権月間 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月 校長講話（人権に関する話） 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

11月 人権参観日・人権講演会 開催 宮川小 全校・職員・保護者 宮川小学校 宮川小学校

11月 校長講話（人権に関わる講話） 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

11月 ガイドヘルプ体験 開催 湖東小 ４年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 聴覚障がい者との交流 開催 湖東小 １年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月5日 人権に関する校長講話 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

11月7日 人権参観日・PTA講演会 開催 永明小 全校・ＰＴＡ 永明小学校 永明小学校

11月25日 なかよし給食（手作り弁当の日） 開催 米沢小 児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

11月25日 人権教育に関わる講演会 開催 豊平小 保護者・職員 豊平小学校 豊平小学校

11月25日 地域の方のお話 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月26日 小中連携の日 開催 長峰中
全校
金沢・宮川小6年

長峰中学校 長峰中学校

11月29日 児童会祭り 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

12月上旬頃
茅野市要保護児童対策地域協議会
代表者会議

開催
茅野市要保護
児童対策地域
協議会

協議会構成員 茅野市役所 こども課

12月上旬 障害者週間 開催 社会福祉課 市民一般 茅野市役所 社会福祉課
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課

12月 児童会　ユニセフ募金 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

12月
ボランティア委員会
「ケアホーム豊平」訪問

開催 豊平小 ボランティア委員会 ケアホーム豊平 豊平小学校

12月 なかよしオリンピック 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

12月 仲良し集会 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

12月 人権講演会 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校

12月19日 児童会冬祭り 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

12月19日 なかよしワールド（児童会） 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

12月19日
永中区
特別支援学級三校交流会②

参加 米沢小 特別支援学級 米沢小学校 米沢小学校

12月～3月 台湾交流 開催 北部中 1、2学年 北部中学校 北部中学校

1月 書き損じはがき収集 参加
諏訪ユネスコ
協会

全校 湖東小学校 湖東小学校

1月 小中連携の日 開催 東部中
１学年、玉川小･
泉野小･豊平小6年

東部中学校 東部中学校

1月 書き損じはがき収集 参加
諏訪ユネスコ
協会

全校・職員 永明小学校 永明小学校

1月 書き損じはがき収集 参加
諏訪ユネスコ
協会

全校 宮川小学校 宮川小学校

1月 台湾交流 開催 東部中 1学年有志 東部中学校 東部中学校

1月24日 小中連携の日 開催 北部中
１学年，湖東小，
豊平小，北山小，
米沢小６年生

北部中学校 北部中学校

1月30日
第２回市町村社会人権教育担当者
会議・人権教育実践力スキルアッ
プ講座

参加 南信教育事務所 人権担当職員 諏訪合同庁舎 生涯学習課

1月下旬
"社会を明るくする運動"
作文コンテスト　表彰式

開催
"社会を明るく
する運動"茅野
市実施委員会

児童・生徒 茅野市役所 社会福祉課

2月 茅野市人権教育研修会 開催
茅野市人権教
育推進委員会

学校、PTA,教育委
員、民生児童委員、
人権擁護委員、企業
労務担当、市職員

茅野市役所 生涯学習課

3月 ６年生を送る会 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校

3月 情報モラル講演会 開催 東部中 3学年 東部中学校 東部中学校

未定 地域情報化講習会 開催 ＤＸ推進課 市民一般 未定 ＤＸ推進課

未定 長野県部落解放研究集会 参加
長野県部落解
放研究集会実
行委員会

人権担当職員 未定

社会福祉課
生涯学習課
商工課
市民課

未定 手話出前講座（要請により開催） 開催 中央公民館 小・中学生 市内小中学校 中央公民館
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

随時 「茅野市はつらつ事業所」募集 募集 市内事業所 茅野市役所 商工課

通年 諏訪・子ども人権の集い 参加 長野地方法務局
児童・生徒、
人権教育担当職員

茅野市 やつがね
ホール

市民課

通年
人権擁護委員による人権教育に
かかわる絵本の読み聞かせ

開催 各小学校 全校 各小学校
市民課
学校教育課

通年
外国籍市民を対象とした
日本語教室

開催 外国籍市民
茅野市ひと・まち
プラザ

地域創生課

通年
外国籍市民を対象とした
日常生活相談

開催
外国籍市民及び
関係者

茅野市ひと・まち
プラザ

地域創生課

通年
外国籍市民のための生活情報
ガイドブック作成及び配布

配布 外国籍市民
茅野市役所、諏訪中央
病院、茅野市施設 地域創生課

通年(月1回)
65歳到達者のための介護保険制度
説明会

開催
高齢者・保険
課

65歳の市民・希望
者

茅野市役所
高齢者・保険
課

通年(月1回) すまいるすてっぷ教室 開催
発達支援セン
ター

年長児及び保護者 やまびこ園
発達支援セン
ター

通年 一日保育士体験事業 開催 各保育園
保育園保護者・
学校職員

各保育園 幼児教育課

通年 地域の高齢者との交流事業 開催 各保育園 地域高齢者 各保育園 幼児教育課

通年 人権絵本の読み聞かせ 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年 多文化共生事業 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年 思いやりの気持ちを育てる保育 開催 各保育園 各保育園児 各保育園 幼児教育課

通年 幼保小の交流事業 開催
各保育園
・小学校

各保育園児・
小学校児童

各保育園・小学校
学校教育課
幼児教育課

通年 保育園との交流 開催 全小学校 児童・職員 小学校・各保育園 全小学校

通年 生活（いじめ等）アンケート 開催 全小中学校 児童生徒・職員 各小中学校 全小中学校

通年（月1～2
回及び必要に
応じて）

いじめ防止対策委員会 開催 全小中学校
校長・教頭
・関係職員

各小中学校 全小中学校

通年 諏訪養護学校との交流 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 お話の部屋 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

通年 お話の部屋 開催 北山小 全校児童・職員 北山小学校 北山小学校

通年 副学籍児童との交流 開催 北山小 5学年児童 北山小学校 北山小学校

通年 縦割り清掃 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

通年 縦割り班による児童集会 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

通年 つむぎ合いの時間（毎月26日前後） 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

○参考　令和５年度　人権関係事業(会議・行事等）実施状況
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

通年 姉妹学級交流 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

通年 なかよし班による活動 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

通年 姉妹学級交流 開催 米沢小 児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

通年 縦割り班の交流 開催 湖東小 児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

通年
人権リボンの活用
（名札とともに着ける）

開催 東部中 人権委員、全校 東部中学校 東部中学校

通年 姉妹学年交流・畑作り・収穫祭 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

通年 副学籍交流 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校

通年 人権職員研修 開催 東部中 職員 東部中学校 東部中学校

通年
東日本大震災被災地
石巻市との交流(手紙等）

開催 東部中
ボランティア委員
全校

東部中学校 東部中学校

通年(月1回
6・3月は2回)

弁護士による無料相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

通年(年4回
6・10・12・3月)

人権擁護委員による相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

通年(月1回) 行政相談員による相談 開催 市内相談者 茅野市役所 市民課

通年(月1回) 外国籍市民のための相談 開催
外国籍市民
及び関係者

茅野市役所 地域創生課

年1～2回 学校生活（いじめ等）アンケート 開催 全小中学校 児童生徒 各小中学校 全小中学校

年1～2回 学校評価アンケート 開催 全小中学校
児童生徒・職員
・保護者

各小中学校 全小中学校

春・秋 人権週間・旬間 開催 全中学校 生徒・職員 各中学校 全中学校

年2回 視覚障がい者の方との交流 開催 北山小
クラブ
（4～6年生）

北山小学校 北山小学校

年2回 人権・福祉週間 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

年2回
高齢者・高齢者クラブの皆さんと
の交流

開催 東部中
ボランティア委員、
吹奏楽部生徒

東部中・
地域の公民館

東部中学校

年2回
(5・11月)

学校人権教育研修連絡協議会 参加 県教育委員会 人権担当職員 オンライン研修 北山小学校

なかよし週間中 人権にかかわる校長講話 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

年4回 縦割り清掃 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

年5回 ふれあいあいさつデー
開催

・参加
北山小・
北山社協

北山地区社協
・児童会

北山小学校 北山小学校

年7回 ボランティア講座 開催 湖東小 選択児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

年数回 校長講話（人権に関する話） 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

4月～10月 人権の花運動 開催 長野地方法務局 児童 湖東小学校
市民課
学校教育課

4月～12月 全国中学生人権作文コンテスト 参加 長野地方法務局 生徒 長峰中学校 市民課
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

4月 １年生を迎える会 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校

4月11日
民生児童委員との懇談会
（子どもに係る情報交換）

開催 長峰中
全校
民生児童委員

長峰中学校 長峰中学校

 年2回程度
4月20日
9月7日

茅野市男女共同参画推進会議 開催 生涯学習課
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

4月21日 情報モラル向上教室 開催 長峰中 全校 長峰中学校 長峰中学校

4月25日 情報モラル講演会 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校

5月～8月 茅野市非核平和事業 開催 総務課 市内中学生、市民 各中学校　他 総務課

5月 あいさつ標語 参加 北山社協 5年生 北山小学校 北山小学校

5月 原爆パネル展 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校

5月～6月 原爆パネル展 開催 東部中 全校 東部中学校 東部中学校

5月～10月 地域とのふれあい花壇づくり 開催 北山小
2年生・3年生
・職員

北山小学校 北山小学校 3年生参加

5月～11月 手話教室（ｸﾗﾌﾞ活動） 開催 米沢小 選択児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

5月15日 茅野市人権尊重審議会幹事会 開催 市関係職員 茅野市役所 総務課

 春・秋

5月15日
11月24日

人権講演会・集会 開催 長峰中 全校 長峰中学校 長峰中学校

5月16日
第１回市町村社会人権教育担当者
会議･地域の人権教育ネットワーク
会議

参加 南信教育事務所 人権教育担当職員 長野県総合教育センター 生涯学習課

5月18日
三校清掃
（宮川小・長峰中・茅野高）

開催 宮川小 ６学年 長峰街道沿い 宮川小学校

5月18日 三校清掃 開催 長峰中 2学年 長峰街道沿い 長峰中学校

5月22日 交通安全教室 開催 長峰中 全校 長峰中学校 長峰中学校

5月31日 民生児童委員との懇談会 開催 北部中 職員 北部中学校 北部中学校

6月
民生児童委員との懇談会
（子どもに係わる情報交換）

開催 湖東小 職員 湖東小学校 湖東小学校

6月1日～30日 平和学習 開催 北部中 2学年 北部中学校 北部中学校

6月20日
南信地区社会人権教育研修会・
長野県人権教育リーダー研修会

参加
長野県
教育委員会

人権担当職員 松本合同庁舎 生涯学習課

6月23日 茅野市人権尊重審議会 開催
民間（委員）
・行政

茅野市役所 総務課

6月23日～29日 男女共同参画週間 開催 生涯学習課 市民一般 茅野市役所 生涯学習課

6月27日
茅野市男女共同参画推進会議
雇用専門部会

開催
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 商工課

 年2回程度
6月29日

男女共同参画推進会議
家庭・教育専門部会

開催 生涯学習課
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

7月
長野県諏訪地区企業人権推進連絡
協議会理事会・幹事会・研修会

参加
諏訪地区企業
人権教育推進
連絡協議会

課長 諏訪合同庁舎 商工課
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

7月～8月
"社会を明るくする運動"
作文コンテスト

開催
"社会を明るく
する運動"茅野
市実施委員会

児童・生徒 市内小中学校 地域福祉課

7月 相談週間 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

7月 全国中学校人権作文コンテスト 出品 永明中 全校生徒 永明中 永明中学校

 7月上旬
7月3日

「青少年の非行・被害防止全国
強調月間」及び「”社会を明るく
する運動”強調月間」街頭啓発

開催

長野県子ども
・若者育成支
援推進本部、
“社会を明る
くする運動”
茅野市実施委
員会

青少年関係団体
及び更生保護関係
団体等

茅野駅 ・青柳駅
こども課
地域福祉課

7月5日
永中区
特別支援学級三校交流会①

参加 米沢小 特別支援学級 米沢小学校 米沢小学校

 年1回（7月）
7月18日

長峰中を語る会 開催 長峰中
全校
地域のみなさん

長峰中学校 長峰中学校

 年1回
7月28日

茅野市人権教育推進委員会 開催
茅野市人権教
育推進委員会

行政と小中高校の
人権担当者

茅野市役所 生涯学習課

8月 社会を明るくする運動　作文 開催 豊平小 児童 豊平小学校 豊平小学校

8月 平和祈念式典 参加 茅野市 2学年代表生徒 北部中学校 北部中学校

8月 全国中学校人権作文コンテスト 参加
長野地方法務
局諏訪支局

全校生徒 北部中学校 北部中学校

夏季・秋季 小泉山へ登ろう 開催 玉川小 児童・職員 小泉山 玉川小学校

秋季 人権集会 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

秋季 福祉体験学習 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校

9月､10月 副学籍交流 開催 米沢小
1年1組
2年1組

米沢小学校 米沢小学校

9月 人権ディスカッション 開催 東部中 全校 東部中学校 東部中学校

 年2回程度
9月7日

男女共同参画推進大会実行委員会 開催
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 生涯学習課

10月 グループホームすずらんとの交流 開催 湖東小
紙芝居講座児童
・職員

グループホーム
すずらん

湖東小学校

10月 北山祭わくわくタイム 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

10月 地域笑顔満開プロジェクト 開催 東部中 全校 地域の歩道等 東部中学校

10月～11月 施設交流 開催
長峰中
生徒会

奉仕厚生委員会
有志

寿和寮 長峰中学校

10月6日 学有林遠足 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

10月11日 福祉体験学習（ドリームゼミ） 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

10月16日 紅葉給食（なかよし給食） 開催 米沢小 児童・職員 米沢小学校 米沢小学校

 11月
10月31日

校長講話（人権に関わる講話） 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

11月 なかよし週間・月間・旬間 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

11月上旬 校長講話（人権に関する話） 開催 北山小 全校児童・職員 北山小学校 北山小学校

11月 人権月間 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月 相談週間 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

11月 なかよし集会 開催 玉川小 児童･職員 玉川小学校 玉川小学校

11月 ガイドヘルプ体験 開催 湖東小 ４年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 視覚障がい者との交流 開催 湖東小 ３年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 ユニバーサルデザインについて 開催 湖東小 ６年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 聴覚障がい者との交流 開催 湖東小 １年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 高齢者との交流 開催 湖東小 ２年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校

11月 人権講演会 開催 永明中 全校生徒、保護者 永明中 永明中学校

11月 赤い羽根共同募金 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

11月
 車椅子バスケット体験
ボッチャ体験

開催 湖東小 ５年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校
ボッチャ
に変更

11月 仲良し集会 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

11月 なかよし清掃 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

11月 人権教育参観日 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

11月  なかよし集会　たてわり班遊び 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校 名称変更

11月 人権の標語掲示 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校

 11月上旬
11月1日,6日

子供・若者育成支援強調月間
街頭啓発

開催 青少年関係団体等
市内各高等学校
・各中学校

こども課

11月4日、11日
18日、25日

手話講座 開催 中央公民館 市民一般 市中央公民館 中央公民館

11月9日 人権参観日・PTA講演会 開催 永明小 全校・ＰＴＡ 永明小学校 永明小学校

11月9日 聴覚障がいの方との交流 開催 金沢小 4年生 金沢小学校 金沢小学校

11月10日 校長講話（人権に関する話） 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

11月10日 人権に関する校長講話 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

11月13日 視覚障がいの方との交流 開催 金沢小 1年生 金沢小学校 金沢小学校

11月13日～
17日

赤い羽根共同募金 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

11月15日 肢体不自由の方との交流 開催 金沢小 6年生 金沢小学校 金沢小学校

11月17日 お話の部屋 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

11月22日 人権参観日・人権講演会 開催 宮川小 全校・職員・保護者 宮川小学校 宮川小学校

11月25日 人権教育に関わる講演会 開催 豊平小 保護者・職員 豊平小学校 豊平小学校

11月25日 人権教育に関わる授業参観 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月25日 地域の方のお話 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

11月28日 小中連携の日 開催 長峰中
全校
金沢・宮川小6年

長峰中学校 長峰中学校

11月下旬～
12月上旬

障害を持った方との交流・
お話しなど

開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

12月 児童会　ユニセフ募金 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

12月
ボランティア委員会
「ケアホーム豊平」訪問

開催 豊平小 ボランティア委員会 ケアホーム豊平 豊平小学校

12月 人権講演会 開催 北部中 全校生徒 北部中学校 北部中学校

12月1日 児童会祭り 開催 泉野小 全校 泉野小学校 泉野小学校

12月1日～8日 障害者週間 開催 地域福祉課 市民一般 茅野市役所 地域福祉課

12月12日  ペア読書　縦割り読書 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校

 12月頃
12月18日

茅野市要保護児童対策地域協議会
代表者会議

開催
茅野市要保護
児童対策地域
協議会

協議会構成員 茅野市役所 こども課

12月19日
永中区
特別支援学級三校交流会②

参加 米沢小 特別支援学級 米沢小学校 米沢小学校

 未定
12月20日

長野県部落解放研究集会 参加
長野県部落解
放研究集会実
行委員会

人権担当職員
 未定
上田市・
丸子文化会館

地域福祉課
生涯学習課
商工課
市民課

12月22日 なかよしオリンピック 開催 宮川小 全校 宮川小学校 宮川小学校

12月22日 児童会冬祭り 開催 豊平小 全校 豊平小学校 豊平小学校

12月22日 なかよしワールド（児童会） 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校

1月 小中連携の日 開催 東部中
１学年、玉川小･
泉野小･豊平小6年

東部中学校 東部中学校

1月 書き損じはがき収集 開催 永明小 全校・職員 永明小学校 永明小学校

1月 書き損じハガキ収集 参加
諏訪ユネスコ
協会

全校 宮川小学校 宮川小学校

1月 台湾交流 開催 東部中 1学年有志 東部中学校 東部中学校

1月～3月 台湾交流 開催 北部中 1学年 北部中学校 北部中学校

1月20日 地域情報化講習会 開催 ＤＸ推進課 市民一般 小泉公民館 ＤＸ推進課

1月26日
「茅野市はつらつ事業所」
認定審査会

開催
茅野市男女共同参
画推進会議委員

茅野市役所 商工課

1月26日 小中連携の日 開催 北部中
１学年，湖東小，
豊平小，北山小，
米沢小６年生

北部中学校 北部中学校
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期　日 会　議　・　行　事　等
開催・
参加の別

実施主体 参加者 場所 担当課 備考欄

1月29日
"社会を明るくする運動"
作文コンテスト　表彰式

開催
"社会を明るく
する運動"茅野
市実施委員会

児童・生徒 茅野市役所 地域福祉課

2月1日
第２回市町村社会人権教育
担当者会議・人権教育実践力
スキルアップ講座

参加 南信教育事務所 人権担当職員
 諏訪地域振興局
伊那合同庁舎

生涯学習課

 年1回
2月8日

茅野市人権教育研修会 開催
茅野市人権教
育推進委員会

学校、PTA,教育委
員、民生児童委員、
人権擁護委員、企業
労務担当、市職員

茅野市役所 生涯学習課

3月 ６年生を送る会 開催 全小学校 児童・職員 各小学校 全小学校

3月 情報モラル講演会 開催 東部中 3学年 東部中学校 東部中学校

通年(毎月11日) あいさつの日 開催 米沢小 全校 米沢小学校 米沢小学校 未実施

通年 桜ハウスとの交流 開催 玉川小 児童・職員 玉川小学校 玉川小学校 未実施

通年 姉妹学級清掃 開催 宮川小 児童・職員 宮川小学校 宮川小学校 未実施

6月 ペア読書 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校 未実施

7月
ボランティア委員会
「ケアホーム豊平」訪問

開催 豊平小 ボランティア委員会 ケアホーム豊平 豊平小学校 中止

8月4日 長野県同和教育研究大会 参加 長野県 人権担当職員 長野市
地域福祉課
生涯学習課
商工課

不参加

9月 人権集会・意見文発表 開催 永明中 全校生徒 永明中 永明中学校 未実施

11月 なかよし給食 開催 金沢小 児童・職員 金沢小学校 金沢小学校 未実施

11月 人権カルタ集会 開催 北山小 全校 北山小学校 北山小学校 未実施

11月 地域のお年寄りとの交流 開催 湖東小 １年児童・職員 湖東小学校 湖東小学校 未実施

1月 繭玉作り 開催 金沢小 2年生 金沢小学校 金沢小学校 未実施

未定 子ども版まちづくり懇談会 開催 市内中高生 茅野市役所 こども課
未実施（代替
事業実施）

未定
茅野市・原村
青少年健全育成推進大会

開催

茅野市・茅野
市教育委員
会、原村・原
村教育委員
会、中諏校長
会、中諏生徒
指導連絡協議
会

市民 未定 こども課 未実施

未定 手話出前講座（要請により開催） 開催 中央公民館 小・中学生 市内小中学校 中央公民館 未実施

未定 グループホームとの交流 開催 泉野小 中・高学年児童 グループホーム 泉野小学校 未実施

未定 りんどう苑訪問 開催 豊平小 合唱団児童・職員 りんどう苑 豊平小学校 中止
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